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第１章 計画の策定にあたって 

 

１．計画策定の背景 

 

我が国では、本格的な少子化・高齢化、そして人口減少社会が到来しており、単身世帯や核家

族、高齢者世帯の増加などが進んでいます。また、デジタル技術等の急速な進歩とともに生活環

境は大きく変化しており、個人の価値観やライフスタイルの多様化、地域でのつながりの希薄化

などにより地域社会の脆弱化にも歯止めがかかっていません。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響で、より多くの人々が社会的孤立や経済的困窮に直

面するとともに、人と人をつなぐ地域での様々な活動の継続が困難な状況となっています。 

このような社会状況のなかで、単身高齢者や認知症のある人など、支援を必要とする人の増加

や 8050 問題、ダブルケア、ヤングケアラー、ひきこもり、災害時要援護者（避難行動要支援者）

に対する支援など、行政による分野別の支援では対応が困難な複合化、複雑化した課題が地域で

多く生まれています。 

これらの課題に対応していくためには、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」と

いう関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超

えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生

社会」の実現に向けて、地域福祉の推進が強く求められています。 

 

国では、令和３年４月に「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」

を施行し、地域共生社会の実現に向けて、市町村が地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに

対応する包括的な支援体制を構築するために、「重層的支援体制整備事業」を創設しました。 

 

本市では、平成 30 年３月に「第３期高砂市地域福祉計画」（以下、「第３期計画」という。）を

策定し、「一人ひとりが思いやり 心ふれあう ぬくもりのまち」を基本理念として掲げ、本市に

おける地域共生社会の実現に向けて、「市民主体の課題解決力の強化」や「包括的な支援体制づく

り」に取り組んできました。 

 

「第４期高砂市地域福祉計画」（以下、「本計画」または「第４期計画」という。）は、このよう

な社会状況の変化や、本市の地域福祉を取り巻く現状・課題や、国などの動向を踏まえ、本市に

おける地域共生社会を実現していくために策定するものです。 
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「地域共生社会」の実現に向けた国の動向                          

●平成 28年６月 「ニッポン一億総活躍プラン」閣議決定 

・地域共生社会の実現が盛り込まれる。 

●平成 30年４月 「改正社会福祉法」施行 

・市区町村は「地域共生社会の実現」に向けた包括的支援体制づくりに努める旨が規定される。 

・地域福祉計画が福祉の各分野における共通的な事項を横断的に記載する上位計画となる。 

●令和３年４月 「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」施行 

・地域共生社会の実現に向けた体制整備事業として、「属性を問わない相談支援」「参加支援」

「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施する「重層的支援体制整備事業」がスタート。 

「重層的支援体制整備事業」とは                             

●市町村における既存の相談支援等の取り組みを活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した

支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、Ⅰ相談支援、Ⅱ参加支援、Ⅲ地域

づくりに向けた支援を一体的に実施する事業を創設するもの。 

●市町村の手あげによる任意事業だが、実施の際には、Ⅰ～Ⅲの支援を創設することが必須条件。 

 

 

出典：厚生労働省「地域共生社会のポータルサイト」より 
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２．計画の位置づけ 

 

１）法令の根拠 

本計画は、社会福祉法第 107 条に規定する「市町村地域福祉計画」として策定するものであり、

本計画の推進を通じて、第 106条の３に規定する「包括的な支援体制の整備」を促進するものです。 

社会福祉法より抜粋 

（包括的な支援体制の整備） 

第 106 条の３ 市町村は、次に掲げる事業の実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係

機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援

が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。 

一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が相互

に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が地域

福祉を推進するために必要な環境の整備に関する事業 

二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供及

び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に関す

る事業 

三 生活困窮者自立支援法第二条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の

支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支

援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する事業 

（市町村地域福祉計画） 

第 107 条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下

「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組む

べき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等

の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよう

努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。 
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２）関連計画との関係 

本計画は、「第５次高砂市総合計画」を上位計画とし、「高砂市高齢者福祉計画及び高砂市介護保

険事業計画」や「高砂市障害者計画」「高砂市障害福祉計画兼障害児福祉計画」「高砂市子ども・子

育て・若者支援プラン」「高砂市成年後見制度利用促進基本計画」などの福祉分野の個別計画との整

合・連携を図りつつ、それらの共通的な事項を横断的に記載する上位計画として位置づけられてい

ます。なお、再犯防止推進法第８条第１項に規定する「地方再犯防止推進計画」については、本計

画に包含しています。 

また、まちづくりや教育などその他の関連計画をはじめ、高砂市社会福祉協議会が策定する「地

域福祉推進計画」と連携しながら計画を推進していきます。 

【高砂市地域福祉計画と各計画等との関係】 
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３．計画の期間 

本計画の期間は、令和５年度からの５年間とします。 

また、福祉をはじめとする様々な生活関連分野における社会情勢の変化や福祉サービス利用者の

ニーズなどに対応するため、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

【高砂市地域福祉計画及び関連計画等の計画期間】 

 平成 

30年度 
(2018年度) 

令和 

１年度 
(2019年度) 

令和 

２年度 
(2020年度) 

令和 

３年度 
(2021年度) 

令和 

４年度 
(2022年度) 

令和 

５年度 
(2023年度) 

令和 

６年度 
(2024年度) 

令和 

７年度 
(2025年度) 

令和 

８年度 
(2026年度) 

令和 

９年度 
(2027年度) 

高砂市総合計画           

高砂市地域福祉計画      

 

    

高砂市成年後見制度 

利用促進基本計画 
          

 

 

４．計画の策定体制 

 

本計画の策定にあたっては、市民代表や各種団体・組織代表、学識経験者によって構成される「高

砂市地域福祉計画策定委員会」において、地域福祉を取り巻く現状・課題の整理や第３期計画の振

り返り、本計画の内容に関する検討を進めました。 

また、高砂市社会福祉協議会と連携し、地域福祉に関する活動状況や課題等の整理・調整を行う

とともに、「高砂市地域福祉計画庁内推進委員会」において、地域福祉に関わる市の関係部署と計画

内容の検討や施策・事業の協議を行いました。 

さらに、市民や民生委員・児童委員、福祉施設・事業所を対象としたアンケート調査により市民

や地域の関係者の地域福祉の意識・動向を把握するとともに、各地区の支え合いづくり協議会等を

対象とした地区意見交換会や相談支援専門職ヒアリング等を通じて、地域の関係者・関係団体や専

門機関等の意識や動向、課題等の把握に努めました。 

併せて、計画に市民の意見を反映するため、パブリックコメントを実施しました。 

 

 

 

  

第４次総合計画 

第３期地域福祉計画 

第５次総合計画（〜令和 12 年度） 

第４期地域福祉計画 
 
   成年後見制度利用促進基本計画 
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第２章 地域福祉を取り巻く現状・課題 

 

１．統計データから見る高砂市の現状 

 

市民の状況                                     

 

１）人口と世帯構成等の状況 

■0～14歳人口（年少人口）と 15～64歳人口（生産年齢人口）が減少するなか、65～74歳人口（前

期高齢者人口）と 75歳以上人口（後期高齢者人口）は増加。人口構成比でみると、後期高齢者人

口比の増加が目立つ。 

■世帯数は増加するが、一世帯当たりの人員は減少し、世帯規模の縮小が進む。 

 

【総人口・年齢４区分別人口の推移】 

 

資料：住民基本台帳人口（各年度３月末データ） 

 

【年齢４区分別人口構成比の推移】 

 

資料：住民基本台帳人口（各年度３月末データ）  

13,154 12,883 12,599 12,371 12,203 11,922 11,712 11,509 11,348 11,096 

60,363 58,902 57,802 56,817 55,930 54,891 53,918 53,220 52,448 51,785 

12,031 12,773 13,539 13,980 14,006 13,889 13,872 13,627 13,483 13,485 

9,528 9,806 9,987 10,300 10,899 11,464 11,891 12,304 12,652 12,827 

95,076 94,364 93,927 93,468 93,038 92,166 91,393 90,660 89,931 89,193 

0

20,000
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100,000

120,000

H24

年度

H25
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H26

年度

H27

年度
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H30

年度

R元

年度

R2

年度

R3

年度

0～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上

（人）

13.8 13.7 13.4 13.2 13.1 12.9 12.8 12.7 12.6 12.4 

63.5 62.4 61.5 60.8 60.1 59.6 59.0 58.7 58.3 58.1 

12.7 13.5 14.4 15.0 15.1 15.1 15.2 15.0 15.0 15.1 

10.0 10.4 10.6 11.0 11.7 12.4 13.0 13.6 14.1 14.4 
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【世帯数と一世帯当たりの人員の推移】 

 

資料：住民基本台帳人口（各年度３月末データ） 

 

２）高齢者の状況 

■前期高齢者は平成 29年度以降に減少傾向。一方、後期高齢者は増加傾向。特に、85歳以上人口は

平成 24年度から令和３年度にかけて 1.5倍と大きく増加。 

■高齢者単身世帯の割合は全国と同水準で推移していたが、令和３年で兵庫県と全国を上回る。高齢

夫婦のみ世帯の割合は兵庫県と全国を上回る水準で推移。（高齢者のみ世帯が県・全国より多い） 

■要支援・要介護認定者数は増加傾向。特に、要支援１・２や要介護３で大きく増加。 

 

【高齢者人口の推移】 

 

資料：住民基本台帳人口（各年度３月末データ） 

 

【高齢者単身世帯と高齢夫婦のみ世帯の推移】 

（世帯） 

  
高砂市 兵庫県 全国 

平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和２年 令和２年 令和２年 

一般世帯 32,565 33,670 35,712 36,313 36,676 2,399,358 55,704,949 

 

高齢者単身 

世帯 

1,852 2,511 3,206 4,124 4,879 313,735 6,716,806 

5.7% 7.5% 9.0% 11.4% 13.3% 13.1% 12.1% 

高齢夫婦のみ 

世帯 

2,722 3,321 4,233 5,167 5,522 310,554 6,533,895 

8.4% 9.9% 11.9% 14.2% 15.1% 12.9% 11.7% 

資料：国勢調査（各年 10 月１日現在） 

38,611 38,715 38,911 39,121 39,417 39,417 39,427 39,568 39,874 39,971 

2.46 2.44 2.41 2.39 2.36 2.34 2.32 2.29 2.26 2.23 
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45,000
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H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度

世帯数 １世帯当たり人員

（世帯） （人）

12,031 12,773 13,539 13,980 14,006 13,889 13,872 13,627 13,483 13,485 

7,006 7,199 7,285 7,513 7,948 8,339 8,592 8,930 9,115 9,082 
2,522 

2,607 2,702 2,787 2,951 3,125 3,299 3,374 3,537 3,745 19,037 
19,972 20,824 21,493 21,954 22,228 22,464 22,557 22,598 22,567 

0

5,000
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15,000

20,000

25,000

30,000

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度

65～74歳 75～84歳 85歳以上

（人）
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【一般世帯に占める高齢者単身世帯の割合   【一般世帯に占める高齢夫婦のみ世帯の割合 

の推移（兵庫県・全国との比較）】       の推移（兵庫県・全国との比較）】 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日現在）        資料：国勢調査（各年 10 月１日現在） 

 

【介護保険の要支援・要介護認定者数の推移】 

 

資料：地域包括ケア「見える化」システム（各年度３月末データ、令和３年度のみ２月末データ） 
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高砂市 5.7% 7.5% 9.0% 11.4% 13.3%

兵庫県 7.4% 9.1% 10.6% 12.4% 13.1%

全国 6.5% 7.9% 9.2% 11.1% 12.1%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

平成

12年

平成

17年

平成

22年

平成

27年

令和

２年

高砂市 8.4% 9.9% 11.9% 14.2% 15.1%

兵庫県 8.5% 10.0% 11.2% 12.6% 12.9%

全国 7.8% 9.1% 10.1% 11.4% 11.7%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

745 839 904 964 939 948 1,122 1,124 1,187 1,222 

832 849 938 1,014 1,058 1,035 
1,148 1,167 1,236 1,256 

852 875 
953 

989 1,062 1,121 
1,087 1,082 

1,143 1,123 
497 

535 
549 

569 563 592 
608 599 

574 545 

469 
450 

405 
428 435 443 

459 512 
534 562 

433 
438 

449 
418 457 461 

469 452 
451 444 

350 339 
358 

343 358 335 
336 350 

319 300 

4,178 4,325
4,556

4,725 4,872 4,935
5,229 5,286

5,444 5,452

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度

要介護５

要介護４

要介護３
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要介護１

要支援２

要支援１

（人）



9 

 

３）子ども・子育て世帯の状況 

■出生数と出生率はともに減少傾向。出生率は兵庫県と全国を下回って推移。 

■母子世帯は令和２年に減少に転じ、父子世帯は横ばいで推移。一般世帯に占めるひとり親世帯の割

合は減少傾向にあるものの、兵庫県と全国を上回って推移。 

 

【出生数と出生率の推移（兵庫県・全国との比較）】 

 
資料：高砂市の出生数は兵庫県人口動態統計、出生率は住民基本台帳人口（各年９月末データ）の総人口で算出 

県と国の出生数は兵庫県人口動態統計 

 

【ひとり親世帯数と一般世帯に占める割合の推移（兵庫県・全国との比較）】 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日現在） 
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４）障がいのある人の状況 

■障がい種別でみると身体障害者手帳所持者数が最も多いが、減少傾向。 

■療育手帳所持者数と精神障害者保険福祉手帳所持者数は増加傾向。 

 

【障害者手帳所持者数の推移】 

 

資料：障がい福祉課（各年度３月末データ） 

 

５）外国籍の人の状況 

■外国人登録者数および総人口に占める割合は増加傾向。 

■朝鮮・韓国籍の人が多くを占めているが、特にベトナム国籍の人が増加。 

 

【外国人登録者の推移】 

 

資料：高砂市統計書（各年度３月末データ） 
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６）生活保護世帯の状況 

■生活保護の被保護世帯数・被保護人員数は増加傾向。特に、高齢者世帯が被保護世帯の６割を占め

て多い。 

 

【生活保護の被保護世帯数・構成割合の推移】 

（世帯） 

  

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

世帯数 
構成 

割合 
世帯数 

構成 

割合 
世帯数 

構成 

割合 
世帯数 

構成 

割合 
世帯数 

構成 

割合 

総数 871  100.0% 879  100.0% 891  100.0% 899  100.0% 894  100.0% 

高齢世帯数 479  55.0% 495  56.3% 513  57.6% 521  58.0% 522  58.4% 

母子世帯 50  5.7% 57  6.5% 51  5.7% 55  6.1% 51  5.7% 

傷病・障害世帯 231  26.5% 199  22.6% 176  19.8% 186  20.7% 191  21.4% 

その他世帯 111  12.7% 128  14.6% 151  16.9% 137  15.2% 130  14.5% 

資料：生活福祉課（「被保護者調査（福祉行政報告例）第４表」） 

 

【生活保護の被保護人員数と保護率の推移（兵庫県と全国の比較）】 

（世帯・人） 

  平成 29 年度 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

 対前年 

度比 
 対前年

度比 
 対前年

度比 
 対前年

度比 

高
砂
市 

被保護世帯数 871  879  100.9% 891  101.4% 899  100.9% 894  99.4% 

被保護人員数 1,162  1,166  100.3% 1,175  100.8% 1,186  100.9% 1,178  99.3% 

保護率（‰） 12.6  12.8  101.6% 13.0  101.6% 13.2  101.5% 13.2  100.0% 

県 保護率（‰） 19.3  19.0  98.4% 18.8  98.9% 18.5  98.4% 18.4  99.5% 

国 保護率（‰） 16.8  16.6  98.8% 16.4  98.8% 16.3  99.4% 16.3  100.0% 

資料：高砂市は生活福祉課（「被保護者調査（福祉行政報告例）第４表」）、 

兵庫県は兵庫県社会福祉統計年報、ただし令和２年度データは国被保護者調査での兵庫県の１か月平均の被保護

実人員（指定都市・中核市含む）を総務省統計局発表「令和２年国勢調査人口等基本集計」の兵庫県総人口で除

した数値、令和３年度データは国被保護者調査令和４年３月概算データの被保護者実人員（指定都市・中核市含

む）を兵庫県推計人口（令和４年３月１日データ）で除したもの 

国は被保護者調査（月次調査確定値）（厚生労働省）、ただし令和３年度は令和４年３月概算データ 
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地域活動等の状況                                  

 

１）自治会の状況 

■自治会（町内会）加入率は減少傾向だが、自治会（町内会）数は横ばいで推移。 

 

【自治会（町内会）加入率と自治会（町内会）数の推移】 

 
資料：地域振興課（各年度３月末データ） 

 

 

２）老人クラブの状況 

■老人クラブ加入率と老人クラブ数はともに減少傾向。なお、老人クラブ加入率は県を下回る水

準で推移。 

 

【老人クラブ加入率と老人クラブ数の推移】 

 

資料：地域福祉課（各年度３月末データ） 
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３）婦人会の状況 

■婦人会の加入地区数は横ばいで推移しているが、会員数は平成 27 年度から平成 29 年度にかけて

大きく減少し、その後は微減傾向。 

 

【婦人会の加入地区数と会員数の推移】 

 
資料：生涯学習課（各年度３月末データ） 

 

４）子ども会の状況 

■子ども会加入者数と子ども会数はともに減少傾向。特に、子ども（小学生）と就学前児童は平成 24

年度から令和３年度にかけて半数程度まで減少。 

 

【子ども会加入者数と子ども会数の推移】 

 
資料：生涯学習課（各年度３月末データ） 
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５）福祉委員の状況 

■令和４年３月末現在、高砂市社会福祉協議会理事長が 923人の福祉委員を委嘱。 

 

【福祉委員の状況（令和４年３月末現在）】 

地区名 男性（人） 女性（人） 合計（人） 
福祉委員 1人 

当たりの世帯数 

高砂 73 94 167 25世帯 

荒井 37 62 99 48世帯 

伊保 41 81 122 70世帯 

中筋 25 27 52 48世帯 

曽根 76 50 126 40世帯 

米田 81 121 202 40世帯 

阿弥陀 38 69 107 45世帯 

北浜 18 30 48 45世帯 

合計 389 534 923 43世帯 

資料：社会福祉協議会 

 

６）民生委員・児童委員等の状況 

■令和４年３月末時点、175 人の区域担当民生委員・児童委員、９人の主任児童委員、316 人の民

生・児童協力委員を選任。 

 

【民生委員・児童委員等の状況（令和４年３月末現在）】 

地区名 

区域担当 

民生委員・ 

児童委員(人) 

主任児童委員(人) 
民生・児童 

協力委員(人) 

民生委員・ 

児童委員１人 

当たりの世帯数 

高砂 23 1 40 180世帯 

荒井 24 1 46 196世帯 

伊保 24 1 46 354世帯 

中筋 14 1 25 178世帯 

曽根 20 1 38 250世帯 

米田 40 2 65 204世帯 

阿弥陀 21 1 40 232世帯 

北浜 9 1 16 241世帯 

合計 175 9 316 229世帯 

資料：地域福祉課 
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７）ボランティアの状況 

■高砂市ボランティア活動センターの登録団体数は微増傾向。 

■登録団体所属人数と個人ボランティア登録者数は減少傾向。 

 

【高砂市ボランティア活動センターの登録状況】 

 
資料：社会福祉協議会（各年度３月末データ） 

 

８）ＮＰＯの状況 

■高砂市に主たる事務所があるＮＰＯ法人数は微増傾向。 

 

【高砂市に主たる事務所があるＮＰＯ法人数の推移】 

 
資料：内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイト（各年度３月末データ） 

 

  

35 37 36 36 
39 39 40 41 42 41 

708 720 
694 662 

756 
679 694 680 

630 637 

107 87 68 79 77 72 63 62 51 44 

0

200

400

600

800

0

10

20

30

40

50

60

H24

年度

H25

年度

H26

年度

H27

年度

H28

年度

H29

年度

H30

年度

R元

年度

R2

年度

R3

年度

登録団体数 登録団体所属人数 個人ボランティア登録者数

（団体） （人）

24 25 25 25 26 

0

5

10

15

20

25

30

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

（団体）



16 

 

２．地区意見交換会の結果 

 

地区意見交換会の目的・実施状況                           

目的 

○地域福祉の担い手（活動者）の意識、抱える課題などの把握 

○地域福祉の担い手（活動者）から見た地域・住民や支援が必要な方などの状況の把握 

上記の結果を、第４期地域福祉計画策定の基礎資料として活用するとともに、整理した結果を各地区

に提供することで、各地区の活動の充実などにつなげる。 

参加者 ：各地区（８地区）の支え合いづくり協議会関係者、福祉委員等（10～20人程度） 

実施状況 

開催地区 開催日 参加者数 グループ数 

高砂地区 令和４年１月 21日 12人 １グループ 

荒井地区 令和４年１月 19日 17人 ３グループ 

伊保地区 令和４年１月 28日 ７人 １グループ 

中筋地区 令和３年 12月３日 18人 ２グループ 

曽根地区 令和４年２月 16日 ９人 ２グループ 

米田地区 令和４年１月 26日 10人 ２グループ 

阿弥陀地区 令和４年１月 15日 17人 ２グループ 

北浜地区 令和４年２月７日 13人 ２グループ 

 

 

地区意見交換会の結果概要                              

 

１）地域福祉の担い手（活動者）の意識、抱える課題など 

概
要 

（１）担い手・リーダーの不足…15/15（全８地区 15グループ中、該当意見が挙がったグループ数） 

（２）地域活動の参加者の固定化・減少…14/15 

（３）支援がしづらい・支援に必要な情報が共有できない・不足している…12/15 

（４）担い手の負担の増加…10/15 

（５）地域団体・組織の存続の危機…8/15 

（６）地域団体・組織間の連携…6/15 

ポ
イ
ン
ト 

●依然として「担い手・リーダーの不足」が大きな課題であり、不安であり、負担。 

●「担い手の負担」⇔「担い手の不足」の負のスパイラルが発生。 

●「地域活動の参加者の固定化・減少」「支援のしづらさ」が「担い手の負担」を増幅。 

●「担い手の不足」から「地域団体・組織の存続の危機」が発生。そして、「担い手の負担」

がさらに増幅。 

●だからこそ「地域団体・組織間の連携」が重要という認識に。 
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２）地域福祉の担い手（活動者）からみた地域・住民など 

概
要 

（１）地域のつながりの希薄化（関心の低下等も含む）…14/15 

（２）コロナの影響で活動ができない・つながりが希薄化している…8/15 

（３）交通が不便・移動困難、身近な活動の場・居場所の不足…ともに 6/15 

（４）支援が必要な人の増加…5/15 

（５）空き家問題、防災・災害時対応…ともに 4/15 

（６）買い物が不便…3/15 

ポ
イ
ン
ト 

●「地域のつながりの希薄化」がひと際目立つ。これが、「担い手・リーダーの不足」「地域活

動の参加者の固定化・減少」につながる。 

●「支援が必要な人の増加」は「支援のしづらさ」につながる。 

●「移動困難」「身近な活動の場・居場所の不足」「空き家問題」「防災」「買い物が不便」など

は地区毎で異なる。 

 

【市全体の意見整理のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

担い手・
リーダーの不足

地域団体・組織間の連携
（のための仕組みの構築・運用が必要）

地域団体・組織
の存続の危機

担い手の
負担の増加 支援がしづらい・

支援に必要な情報
が共有できない・

不足している

地域活動の参加者
の固定化・減少

地域のつながりの
希薄化

支援が必要な人
の増加

コロナ禍の影響
負の

スパイラル

担い手（活動者）の抱える課題・不安など

担い手（活動者）からみた地域・住民の状況など
凡例
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３．アンケート調査の結果 

 

市民の状況                                      

 

１）近所づきあいの状況 

■親密な近所づきあいをする人（「留守をするときに声をかけある程度」＋「困っているとき相談し

たり、助け合う」）は 14.3%で、平成 28年調査から横ばい、平成 18年調査からみると減少。 

 

 

 

 

 

各種アンケート調査の概要 

 市民対象アンケート調査 
民生委員・児童委員対象 

アンケート調査 

福祉施設・事業所対象 

アンケート調査 

調査対象 
高砂市在住の 20歳以上の 

市民 1,000人（無作為抽出） 

市内で活動する民生委員・

児童委員 175 人 

市内の福祉施設・事業所 

95 事業所 

調査方法 
郵便にて配布・回収 

市ホームページから回答 

民生委員・児童委員の会議

等を通じて対象者に配布、

回収 

郵便にて配布・回収 

調査期間 
令和３年 

８月２日～８月 31 日 

令和３年 

９月 15 日～10 月 29 日 

令和４年 

２月７日～２月 21 日 

配
布
・
回
収
状
況 

配布数 1,000 件 175 件 95 件 

回収数 464 件 163 件 68 件 

回収率 46.4％ 93.1％ 71.6％ 

有効回収数 454 件 157 件 63 件 

有効回収率 45.4％ 89.7％ 66.3％ 

 

  

6.2

5.4

1.5

42.1

44.8

46.0

36.6

34.9

33.9

4.2

5.7

5.0

10.1

8.2

13.3

0.9

1.1

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和３年調査

(n=454)

平成28年

調査(n=1,024)

平成18年

調査(n=1,531)

まったくつきあっていない 会えばあいさつをかわす程度
世間話や立ち話をする程度 留守をするときに声をかけあう程度
困っているとき相談したり、助け合う 不明・無回答
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２）近所づきあいに関する「現状」と「理想」 

■現状で親密な近所づきあいをしている人は 14.3％だが、親密な近所づきあいを理想とする人は

37.3％で、親密な近所づきあいに関する「現状」と「理想」のギャップが生じている。 

 

 

３）住民からみた地域の状況 

■地域について、「地域の人たちは地域の抱えている課題について知っている」や「地域の抱える課

題を解決するための取り組みをしている」「地域の多様な組織（団体・NPO・企業等）が地域活動に

参加している」と考える住民は１割に達していない。 

 

6.2 

0.7 

42.1 

25.6 

36.6 

33.5 

4.2 

7.3 

10.1 

30.0 

0.9 

3.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現状

(n=454)

理想

(n=454)

まったくつきあいがない 会えばあいさつをかわす程度

世間話や立ち話をする程度 留守をするときに声をかけあう程度

困っているとき相談したり、助け合う 不明・無回答

43.2

51.3

52.4

8.8

10.8

14.5

11.5

9.0

18.5

15.0

29.3

28.6

24.7

19.2

18.7

11.9

12.6

9.9

11.0

9.5

17.2

20.9

25.8

25.3

22.2

19.6

4.2

49.3

44.7

42.1

40.7

50.9

3.5

4.2

3.1

3.7

2.6

3.3

3.3

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①年齢・性別を問わず参加できる

地域の行事や活動がある

②地域の人たちが集える施設がある

③地域のルールやマナー

（ゴミの出し方など）がよく守られている

④地域の人たちは地域の抱えている

課題について知っている

⑤地域の抱える課題を解決するための

取り組みをしている

⑥地域の人たちが共有する地域の

魅力（自慢できるもの）がある

⑦地域の歴史や文化などを知るための

取り組みをしている

⑧地域の多様な組織（団体・NPO、

企業等）が地域活動に参加している

あてはまる どちらともいえない あてはまらない わからない 不明・無回答
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４）地域活動について 

（１）地域活動への参加状況・関心 

■多くの地域活動で、参加率（「企画段階から参加」＋「実施スタッフとして参加」＋「一般参加者と

して参加」）は２割に達しておらず、「参加したことがなく、今後も参加したくない」が最も多い。 

■その中で「地域の祭り、伝統行事など」では参加率が 40.9％、「環境保全活動」では 26.8％となっ

ており、祭りや環境活動に参加する市民は比較的多い。 

■多くの地域活動で、「参加したことはないが、今後参加してみたい」（今後新たに参加したいという

人）が３～４割程度を占める。 

 

 

  

1.5

0.2

0.9

0.9

1.3

1.5

0.0

3.1

3.5

1.1

4.4

1.5

1.8

2.0

0.0

7.0

21.8

5.5

10.6

9.5

11.0

12.8

2.6

30.8

28.0

26.7

35.5

36.8

36.1

33.7

32.4

20.7

40.5

59.9

42.5

45.4

44.3

44.1

58.4

34.6

4.6

6.6

6.2

5.9

5.5

5.9

6.6

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①環境保全活動（自然保護・

環境美化・リサイクルなど）

②子育て支援活動（子育て

支援、託児ボランティア、

青少年育成支援など）

③安全な生活のための活動

（防犯、防災、消費生活、

交通安全運動など）

④福祉・保健活動（高齢者・

障がい者の生活支援、

健康づくりなど）

⑤スポーツ・文化・芸術活動

（同好会・サークル活動、

伝統文化の継承など）

⑥まちづくり活動（地域の

イベント、まちおこしなど）

⑦国際交流活動（日本にいる

外国人の支援など）

⑧地域の祭り、伝統行事など

企画段階から参画 実施スタッフとして参加

一般参加者として参加 参加したことはないが、今後参加してみたい

参加したことがなく、今後も参加したくない 不明・無回答
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（２）地域活動に参加しない、参加しにくいと感じた理由 

■地域活動に参加しない、参加しにくいと感じた理由では、「仕事や学校が忙しく、時間がなかった

から」や「一緒に参加する知人や友人がいなかったから」「コロナの感染が心配だから」「いつ、ど

んな活動をしているか分からなかった」などが上位を占める。 

 

 

（３）参加したいと思う地域活動の活動形態 

■参加したいと思う活動形態では、「誰でも受け入れてもらえる雰囲気がある」と「短い時間などでも、

自由に参加できる」が４割を超えて多い。 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

仕事や学校が忙しく、時間がなかったから (n=160)

一緒に参加する知人や友人がいなかったから (n=97)

コロナの感染が心配だから (n=92)

いつ、どんな活動をしているか分からなかったから (n=85)

子育てや家事等が忙しく、時間がなかったから (n=70)

コロナの影響で活動が縮小・中止になったから (n=68)

健康状態や体調に不安があったから (n=65)

参加したい地域活動がなかったから (n=54)

地域活動に関心がなかったから (n=47)

人との関わりを好まなかったから (n=47)

趣味等の活動が忙しく、時間がなかったから (n=33)

費用負担が伴いそうだったから (n=12)

特に理由はない (n=43)

参加しにくいと感じたことはない (n=17)

不明・無回答 (n=31)

　　　　　　　全体 (n=454)

35.2

21.4

20.3

18.7

15.4

15.0

14.3

11.9

10.4

10.4

7.3

2.6

9.5

3.7

6.8

0% 20% 40% 60%

(複数回答)

　　　　　　　区分

誰でも受け入れてもらえる雰囲気がある (n=223)

短い時間などでも、自由に参加できる (n=194)

気の合う仲間と気軽に参加できる (n=121)

会費などの負担なく参加できる (n=106)

活動状況などがインターネットなどでわかる (n=44)

自分の知識・技術が生かせる (n=26)

多少（実費程度）の収入が得られる (n=24)

活動の拠点や交流場所が確保できる (n=23)

自分の意見が反映できる (n=12)

他の地域や他の団体と交流・連携できる (n=11)

その他 (n=36)

不明・無回答 (n=46)

　　　　　　　全体 (n=454)

49.1

42.7

26.7

23.3

9.7

5.7

5.3

5.1

2.6

2.4

7.9

10.1

0% 20% 40% 60%
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５）住民相互の自主的な支え合い・助け合いの必要性について 

■住民相互の自主的な支え合いなどが必要と思う人は 91.2％。 

 

 

６）相談の状況について 

（１）生活で不安なこと、困っていることが起こった場合の相談について 

■生活で不安なことなどが起こった場合、「相談しない・助けを求めない」とする人は 15.9％。 

 

 

（２）生活で不安なこと、困っていることが起こった場合の相談しない理由 

■「相談しない・助けを求めない」理由としては、「ぎりぎりまで自分や家族で対応したい」が 59.7％

で最も多く、「気楽に相談できる、助けを求める相手がいない」「どこ（誰）に相談したり、助けを

求めたらよいかわからない」がつづく。 

■相談相手がいない、わからないため、相談しない・助けを求めないという人がある程度いる。 

 

 

  

　　　　　　　区分

とても必要だと思う (n=115)

ある程度必要だと思う (n=299)

あまり必要だとは思わない (n=24)

まったく必要だとは思わない (n=3)

不明・無回答 (n=13)

　　　　　　　全体 (n=454)

25.3

65.9

5.3

0.7

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

相談する・助けを求める（相談した・助けを求めた） (n=375)

相談しない・助けを求めない（相談しなかった・助
けを求めなかった）

(n=72)

不明・無回答 (n=7)

　　　　　　　全体 (n=454)

82.6

15.9

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(複数回答)

　　　　　　　区分

ぎりぎりまで自分や家族で対応したい (n=43)

気楽に相談できる、助けを求める相手がいない (n=23)

どこ（誰）に相談したり、助けを求めたらよいかわからない (n=17)

家の中のことを他人に知られたくない (n=9)

その他 (n=5)

相談・助けを求めることが恥ずかしい (n=4)

不明・無回答 (n=1)

　　　　　　　全体 (n=72)

59.7

31.9

23.6

12.5

6.9

5.6

1.4

0% 20% 40% 60% 80%
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７）差別・偏見や支援が必要な人への対応 

（１）高齢者及び障がいのある人への差別・偏見について 

■高齢者への差別・偏見があると思う人（「あると思う」＋「少しはあると思う」）は 44.3％で、平成

28年調査（45.3％）から横ばい。 

■障がいのある人への差別・偏見があると思う人（「あると思う」＋「少しはあると思う」）は 50.6％

で、平成 28年調査（55.4％）から減少。 

 

 

（２）地域で支援が必要な人・世帯に気づいた場合の対応 

■「気づいたことはあるが、どうしたらよかわからなかったので、対応はしていない」は 16.5％、

「気づいたことがあり、何らかの対応をした」は 9.0％。 

■地域で支援が必要な人・世帯に気づいた人のうち、何らかの対応をした人※は 35.3％。 

※「気づいたことはあるが、どうしたらよかわからなかったので、対応はしていない」もしくは「気づいたことが

あり、何らかの対応をした」と回答した人に占める「気づいたことがあり、何らかの対応をした」と回答した人

の割合 

 

 

  

11.9 

16.5 

32.4 

34.1 

41.6 

33.5 

12.6 

11.9 

1.5

4.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①高齢者への

差別・偏見

②障がいのある人への

差別・偏見

あると思う 少しはあると思う ないと思う わからない 不明・無回答

(複数回答)

　　　　　　　区分

気づいたことがない（そのような人・世帯を見聞きし
たことはない）

(n=325)

気づいたことはあるが、どうしたらよいかわからな
かったので、対応はしていない

(n=75)

気づいたことがあり、何らかの対応をした (n=41)

不明・無回答 (n=13)

　　　　　　　全体 (n=454)

71.6

16.5

9.0

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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８）地域福祉に関連する仕組み・機関などの認知状況 

（１）民生委員・児童委員 

■民生委員・児童委員の認知率（「相談などで話をしたことがある」＋「相談などはしたことはないが、

地域で誰がなっているかを知っている」）は 40.7％で、平成 28年調査（36.6％）から大きな変化なし。 

 
 

（２）福祉委員 

■福祉委員の認知率（「相談などで話をしたことがある」＋「相談などはしたことはないが、地域で誰

がなっているかを知っている」）は 23.3％で、平成 28年調査（25.6％）から大きな変化なし。 

 
 

（３）地域包括支援センター 

■地域包括支援センターの認知率（「利用したことがある」＋「知っているが利用したことはない」）は

42.7％で、平成 28年調査（32.3％）から 10ポイント増加。 

 

5.5 

5.3 

5.4 

35.2 

31.3 

32.5 

49.8 

49.4 

52.7 

7.7 

10.8 

8.1 

1.8 

3.1 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和３年

調査(n=454)

平成28年

調査(n=1,024)

平成18年

調査(n=1,531)

相談などで話をしたことがある
相談などをしたことはないが、地域で誰がなっているかを知っている
そういう人がいるということは知っているが、地域で誰がなっているかは知らない
そういう人がいることを知らない
不明・無回答

1.1 

2.7 

1.8 

22.2 

22.9 

19.1 

44.7 

38.3 

45.2 

30.4 

33.1 

32.2 

1.5 

3.0 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和３年

調査(n=454)

平成28年

調査(n=1,024)

平成18年

調査(n=1,531)

相談などで話をしたことがある
相談などをしたことはないが、地域で誰がなっているかを知っている
そういう人がいるということは知っているが、地域で誰がなっているかは知らない
そういう人がいることを知らない
不明・無回答

13.0 

9.2 

29.7 

23.1 

19.6 

17.3 

35.9 

47.7 

1.8

2.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和３年

調査(n=454)

平成28年

調査(n=1,024)

利用したことがある 知っているが利用したことはない
聞いたことはあるが事業内容は知らない 知らない
不明・無回答
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（４）社会福祉協議会 

■社会福祉協議会の認知率（「よく知っている」＋「だいたい知っている」）は 35.6％で、平成 28年調

査（30.0％）から６ポイント程度増加。 

 

 

９）市民が取り組むことが望ましい活動 

■「見守り活動や声かけなどの活動」が 36.8%で最も多く、「誰もが気軽に集い、交流ができる場づ

くりへの参加」や「子どもたちの見守り運動」「病院への通院等の際の外出介助、援助」「自治会等

の地域組織への加入、活性化」がつづく。 

 

  

8.1 

7.5 

4.5 

27.5 

22.5 

23.9 

35.7 

35.4 

38.0 

27.3 

30.6 

32.1 

1.3

4.0 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和３年

調査(n=454)

平成28年

調査(n=1,024)

平成18年

調査(n=1,531)

よく知っている だいたい知っている

聞いたことがあるが活動内容は知らない 知らない

不明・無回答

(複数回答)

　　　　　　　区分

見守り活動や声かけなどの活動 (n=167)

誰もが気軽に集い、交流ができる場づくりへの参加 (n=166)

子どもたちの見守り運動 (n=127)

病院への通院等の際の外出介助、援助 (n=123)

自治会等の地域組織への加入、活性化 (n=112)

買い物や掃除、洗濯などが困難な人への家事支援 (n=96)

乳幼児を持つ親への子育て支援 (n=65)

清掃活動など居住環境整備のための活動 (n=54)

自主防災活動への参加 (n=51)

地域行事・祭りなどの準備や参加 (n=40)

地域の現状・課題などを共有し、課題の解決策などを一緒

に考える場への参加
(n=33)

社会人が仕事で培った専門的な知識やスキルを生かして

行う社会貢献活動（プロボノ活動）
(n=31)

スポーツ、趣味など生涯学習の指導者 (n=21)

寄付や募金 (n=5)

その他 (n=10)

特に取り組むことはない (n=17)

不明・無回答 (n=12)

　　　　　　　全体 (n=454)

36.8

36.6

28.0

27.1

24.7

21.1

14.3

11.9

11.2

8.8

7.3

6.8

4.6

1.1

2.2

3.7

2.6

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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民生委員・児童委員の状況                              

 

１）現在の活動について 

（１）やりがい・使命感 

■やりがい・使命感を持つ人（「強く感じる」＋「感じる」）は 80.2％。 

 

 

（２）負担感 

■負担感を持つ人（「強く感じる」＋「感じる」）は 71.3％。 

 

 

（３）今後の活動意向 

■今後の活動意向について、継続意向がある人（「充実させたい」＋「しばらく続けたい」）は 56.7。 

 

 

  

　　　　　　　区分

強く感じる (n=9)

感じる (n=117)

あまり感じない (n=24)

感じない (n=3)

不明・無回答 (n=4)

　　　　　　　全体 (n=157)

5.7

74.5

15.3

1.9

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

強く感じる (n=17)

感じる (n=95)

あまり感じない (n=38)

感じない (n=5)

不明・無回答 (n=2)

　　　　　　　全体 (n=157)

10.8

60.5

24.2

3.2

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

充実させたい (n=20)

しばらく続けたい (n=69)

やめたい (n=30)

わからない (n=32)

不明・無回答 (n=6)

　　　　　　　全体 (n=157)

12.7

43.9

19.1

20.4

3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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２）今後対応していく必要があると感じている活動 

■「高齢独居・高齢夫婦世帯の社会的孤立防止」が 54.8%で最も多く、「地域福祉の担い手の確保と

育成」「災害時の避難等に関する支援」「地域で支援を必要としている人の把握や関係機関との連

携」がつづく。 

 
 

３）民生委員・児童委員の活動を充実させるために必要な条件 

■「個人情報の取扱いに関する仕組みやルールの整備」が 42.0%で最も多く、「行政や社協などの専

門機関との連携がとりやすい相談体制の強化」「専門機関・専門職や自治会などを含む関係者間

での情報共有のためのネットワークや場づくり」がつづく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

高齢独居・高齢夫婦世帯の社会的孤立防止 (n=86)

地域福祉の担い手の確保と育成 (n=66)

災害時の避難等に関する支援 (n=62)

地域で支援を必要としている人の把握や関係機関との連携 (n=60)

認知症の方やその家族への支援 (n=41)

サロンなどの地域で集える場づくり (n=39)

地域住民の支え合いに向けた意識づくり (n=35)

支援が必要な人と専門機関とのつなぎ (n=34)

子育て世帯への支援 (n=20)

地域福祉活動に関する周知・啓発 (n=16)

ひきこもりの人の社会復帰への支援 (n=15)

日常生活の支援（買い物、ゴミ出し等） (n=14)

生活困窮者の自立支援 (n=12)

障がいのある人の地域生活支援 (n=10)

高齢者や障がいのある人の消費者被害の防止 (n=6)

高齢者や児童、障がい者等の虐待防止に向けた取り組み (n=5)

成年後見制度の利用促進などの権利擁護に関する取り組み (n=3)

障がい者の差別解消に向けた取り組み (n=0)

その他 (n=0)

特にない・わからない (n=6)

不明・無回答 (n=15)

　　　　　　　全体 (n=157)

54.8

42.0

39.5

38.2

26.1

24.8

22.3

21.7

12.7

10.2

9.6

8.9

7.6

6.4

3.8

3.2

1.9

0.0

0.0

3.8

9.6

0% 20% 40% 60% 80%

(複数回答)

　　　　　　　区分

個人情報の取扱いに関する仕組みやルールの整備 (n=66)

行政や社協などの専門機関との連携がとりやすい相談体制の

強化
(n=55)

専門機関・専門職や自治会などを含む関係者間での情報共有

のためのネットワークや場づくり
(n=55)

支援方法や援助技術に関する研修の充実 (n=44)

民生委員・児童委員に対する地域社会の理解向上のための

広報・ＰＲ活動の強化
(n=37)

配布物や調査などの協力依頼事項の負担軽減 (n=33)

福祉の制度の知識や情報に関する研修の充実 (n=32)

病気や不在時等における、見守りや支援の代替が可能な体制

の整備
(n=29)

人員増加による一人当たり受け持ち世帯数の低減 (n=25)

民生委員・児童委員同士の連携の強化 (n=22)

会議や研修などの時間の短縮 (n=9)

経済的な負担に対する財政的な支援 (n=5)

その他 (n=6)

特にない・わからない (n=4)

不明・無回答 (n=18)

　　　　　　　全体 (n=157)

42.0

35.0

35.0

28.0

23.6

21.0

20.4

18.5

15.9

14.0

5.7

3.2

3.8

2.5

11.5

0% 20% 40% 60%
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福祉施設・事業所の状況                                

 

１）地域との関わり方 

■地域との具体的な関わりとして「地域からボランティアを受け入れている」が 39.7％で最も多く、

「地域が主催する行事・イベントに参加している」や「美化・清掃活動など地域活動に参加してい

る」「災害時など地域との連携・協力体制ができている」が３割程度でつづく。 

■「住民等が福祉課題などを話し合う場に参加している」は 27.5％。 

 

 

  

15.9 

12.7 

23.8 

12.7 

9.5 

0.0 

7.9 

7.9 

7.9 

4.8 

15.9 

12.7 

15.9 

17.5 

9.5 

6.3 

14.3 

7.9 

20.6 

12.7 

9.5 

11.1 

7.9 

12.7 

19.0 

7.9 

7.9 

14.3 

17.5 

15.9 

17.5 

12.7 

9.5 

14.3 

12.7 

12.7 

6.3 

12.7 

14.3 

11.1 

39.7 

49.2 

41.3 

39.7 

47.6 

71.4 

61.9 

54.0 

36.5 

52.4 

1.6 

1.6 

1.6 

3.2 

1.6 

1.6 

1.6 

3.2 

3.2 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①地域が主催する行事・イベント

に参加している

②住民との交流行事・イベントを

主催している

③地域からボランティアを受け

入れている

④美化・清掃活動などの

地域活動に参加している

⑤地域の講習会などに専門職等

の職員を派遣している

⑥地域住民に対する講習会や

学習会を主催している

⑦土地・建物等の一部を

地域住民に開放している

⑧地域の見守り活動などの

福祉活動に参加している

⑨災害時など地域との連携・

協力体制ができている

⑩住民等が福祉課題などを

話し合う場に参加している

あてはまる ややあてはまる どちらとも言えない

あまりあてはまらない あてはまらない 不明・無回答
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２）地域で課題等を共有し、解決策・対応策を考える場への参加意向 

■地域での課題の解決策等を考える場に参加意向を持つ（「積極的に参加したい」＋「どちらかと言

えば参加したい」）事業所は 71.5％。 

 

 

３）今後の取り組みに向けて必要とする支援 

■「他機関や地域との連携・協力体制（ネットワーク）づくりについての支援が必要」が 58.7%で最

も多く、「補助金など資金面での支援が必要」「研修制度など人材面での支援が必要｣「地域への広

報活動、ニーズの把握など情報についての支援が必要｣がつづく。 

 

 

 

  

　　　　　　　区分

積極的に参加したい (n=19)

どちらかといえば参加したい (n=26)

どちらとも言えない (n=17)

どちらかと言えば参加したくない (n=1)

参加したくない (n=0)

不明・無回答 (n=0)

　　　　　　　全体 (n=63)

30.2

41.3

27.0

1.6

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(複数回答)

　　　　　　　区分

他機関や地域との連携・協力体制

（ネットワーク）づくりについての支援が必要
(n=37)

補助金など資金面での支援が必要 (n=28)

研修制度など人材面での支援が必要 (n=25)

地域への広報活動、ニーズの把握など

情報についての支援が必要
(n=25)

助言など専門知識の支援が必要 (n=22)

活動場所の確保への支援が必要 (n=17)

その他 (n=5)

特に支援は必要ない (n=4)

不明・無回答 (n=2)

　　　　　　　全体 (n=63)

58.7

44.4

39.7

39.7

34.9

27.0

7.9

6.3

3.2

0% 20% 40% 60% 80%
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４．相談支援専門職ヒアリング調査の結果 

 

相談支援専門職ヒアリングの目的・実施状況                           

目的 

○第３期計画の振り返り 

〇相談支援機関専門職からみた地域、住民・支援が必要な人の状況の把握 

○相談支援機関専門職の活動状況、抱える課題等の把握 

上記の結果を、第４期地域福祉計画策定の基礎資料として活用する。 

参加者 ：市内において相談支援に携わる専門職等（以下参照） 

実施状況 

対象 ヒアリング開催日 

地域包括支援センター 令和４年６月 27日 

子育て世代包括支援センター 令和４年６月 24日 

保育コンシェルジュ 令和４年６月 27日 

母子父子自立支援員 紙面ヒアリングのみ 

家庭児童相談員 令和４年６月 27日 

障がい者基幹相談支援センター 令和４年６月 28日 

生活支援相談窓口 令和４年６月 28日 

 

 

相談支援専門職ヒアリングの結果概要                           

 

１）地域、住民・支援が必要な人の状況、課題など 

●コロナ禍の影響で支援が必要な人が増加する一方、その状況を把握しづらくなっているため、支

援が必要な人・ケースが潜在化している可能性がある。 

●福祉サービス・制度の利用が必要なのに、自分事になっていない人（例えばヤングケアラーなど）

もいることから、予防的なアプローチとして福祉を自分事にできるような積極的な情報提供や学

習の場などが必要。 

●地区による差はあるものの、支え合いづくり協議会に関係する地域住民の意識醸成や課題の共有

などは進みつつある。 

●高齢者については、地域との連携による見守り活動、早期発見・早期対応などの体制が構築され

ているが、子ども・子育て、障がい者、生活困窮などでは、相談支援等について地域団体等との

連携が少ない。 

●コロナ禍でオンラインによる活動などが多くなる中、高齢者のデジタルデバイド（情報格差）が

顕在化しており、その解消に向けた取り組みが必要。 
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２）相談支援の状況、課題など 

（１）各分野における相談支援の状況、課題 

●高齢者や障がい者、生活困窮などに関する相談件数は増加傾向。子ども・子育てに関する相談件

数は横ばいもしくは減少傾向。全体として複合的なケースに関する相談が増加傾向。 

●子ども・子育てに関する相談では、庁舎建替えにより関係課が同じフロアになったことや、利用

者支援事業などを通じて、関係課間での情報共有、連携した対応が進んでいる。 

●ひとり親に対応する相談では、課題が複雑化・多様化しており、関係機関等との連携した対応が

必要。 

●高齢者に関する相談では、高齢者の増加に伴い、複合的なケースへの対応が常態化し、対応時間

も長期化しており、他機関連携の強化や人員の確保などが強く求められている。 

●障がい者に関する相談では、手帳取得前の複合的課題を抱える人などに対応するが、支援につな

ぎにくいケースもあり、関係機関との連携が必要。 

●生活困窮に関する相談は、コロナ禍で相談件数が増加。自立支援の相談窓口とともに、一次窓口

的な役割として、相談者に寄り添い適切な相談窓口につなぐ。 

●各分野の相談窓口では、相談機能の強化が進んでいるが、複合的課題に関する相談の増加、常態

化などへの対応が喫緊の課題（例：他機関連携、人員の確保など）。 

 

（２）分野横断による相談支援の状況、課題 

●地域包括支援センターでは、障がい者基幹相談支援センターや権利擁護に関するネットワークな

どができたことにより、他分野との連携がスムーズになっている。（連携に関するシステムの構築

により連携がスムーズになっている。） 

●地域ケア会議では地域課題の共有はできているが、課題を解決する仕組みづくり、地域づくりに

つながっていないことがある。 

●子ども分野では、利用者支援事業（特定型、母子保健型、基本型）を通じて、各相談窓口・相談

員が連携を図り、個別ケースに対応している。また、個別ケース毎に、他分野との連携を図って

いる。 

●障がい者基幹相談支援センターは、認知が進んでいない部分もあり、他分野・他機関等との連携

に向けて、「知ってもらう⇒一緒に動く⇒信頼を得る」のステップで連携を図る必要がある。 

●生活困窮分野では、庁内関係課を通じた他分野との連携を実施。他分野のケース会議などへの参

加はあまりない。 

●高齢者分野や障がい者分野、生活困窮分野では、学校との連携が大きな課題。 

●多機関・多職種連携に向けて、各分野の相談支援専門職等の顔の見える関係づくりを目的とした

場・機会が必要。 

●単独分野での対応では限界があるケースが多くなるなかで、重層的支援体制整備事業の活用によ

る新しい仕組みづくりが必要。 
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５．第３期計画の振り返り 

第３期計画の７つの基本目標に沿って、関連する取り組み（主な公助）の状況や、既存データ

の整理、地区意見交換会、各種アンケート調査、相談支援専門職ヒアリング調査などの結果を踏

まえ、振り返りと今後取り組むべきことを整理しました。 

 

第３期計画：基本目標１ 地域共生社会の実現に向けた地域での課題解決力の強化  

 

１）市民主体の地域福祉活動の活性化 

①  地縁組織の加入率・加入者数の減少が続き、組織の縮小・解散などの問題も顕在化。コロ

ナ禍による活動の縮小・中止と相まって、課題解決力の基盤となる地縁組織の活性化は喫緊

の課題。 

②  民生委員・児童委員の活動に負担感を持つ人は依然として多く、なり手の確保などの問題

も多い。また、民生委員・児童委員が活動しやすい環境整備が重要。 

③ ボランティアやＮＰＯなどテーマ型の活動団体は増加傾向にあり、福祉施設・事業所による

地域連携・地域貢献の取り組みも拡がっており、地縁組織以外の多様な主体による活動への

支援も重要。 

 

２）地域の多様な主体が連携・協働できる仕組みの構築 

①  「支え合いづくり協議会」の設置及び生活支援コーディネーターの配置により、地域での

課題解決に向けた仕組みが整備され、関係者の意識醸成や課題共有が進みつつある。今後は、

「支え合いづくり協議会」などの運営を支援し、地域主体の課題解決に向けた活動の展開に

つなげていく必要がある。 

②  福祉施設・事業所では地域課題の解決に向けた連携意向もあり、地域の課題解決力の強化

に向けて、多様な主体の参加促進を図る必要がある。 

 

 

課題解決力の基盤となる地縁組織等の活動の活性化が喫緊の課題となっています。 

地域での課題解決に向けた仕組み（支え合いづくり協議会等）が整備され、関係者の意識醸

成や課題共有が進みつつあります。今後は、支え合いづくり協議会等を中心に、地域の多様な

主体による課題解決に向けた活動を拡充していくことが重要となります。 
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第３期計画：基本目標２ 地域や福祉を「我が事」に変える意識づくり       

 

１）地域や福祉に関心をもつ機会づくりの推進 

①  まち・地域への愛着を持つ市民は比較的多く、祭りや環境活動に関わる市民も比較的多い。

また、住民相互の自主的な支え合いなどが必要と考える市民も多い。しかし、実際に地域・

福祉を我が事として活動するのは依然として高齢層であり、地域の担い手から見ても住民の

地域への関心は低下している。 

②  まちへの愛着が、地域や福祉に関心をもち、地域や福祉が我が事になるという段階にはつ

ながっていないため、さらなる取り組みが必要。 

 

２）福祉教育・学習の推進 

①  人権にかかわる差別があると思う人は減少しているものの、高齢者や障がいのある人への

差別・偏見があると思う人の割合は４～５割と高い。また、福祉や人権について学ぶ取り組

みの認知も低調であることから、福祉や人権の正しい理解醸成に向け、ターゲットやライフ

ステージに応じた取り組みの充実が必要。 

②  ＳＯＳを発信できる人、ＳＯＳをキャッチでき、支援につなげることができる人を増やす

ための具体的な取り組みの充実が必要。 

 

 

まち・地域への愛着は比較的高いものの、地域や福祉などを我が事として捉えるまでには至

っていません。 

社会的包摂の意識づくりとともに、ＳＯＳを発信できる人、ＳＯＳをキャッチでき、支援に

つなげることができる人を増やすためにも、福祉を我が事と捉えるための多様な福祉学習・教

育の取り組みの充実が必要です。 
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第３期計画：基本目標３ 地域や福祉に関わるための多様な交流の促進と拠点づくり  

 

１）地域での多様な交流の機会づくりの推進 

①  様々な分野において、地域に関わり、交流が持てる場・機会づくりを展開してきたが、コ

ロナ禍の影響により、多くの取り組みが中止・縮小となり、新型コロナウイルス感染症に対

する不安が、市民の地域活動への参加の障壁になっている。 

②  親密な近所づきあいをする人は減少傾向にあり、地域に関する市民の理想と現実のギャッ

プは埋まっているとは言えない。しかし一方で、地域や近所などでつながりたい、地域での活

動に参加したいという市民は３～４割程度を占めている。 

③  コロナ禍による生活様式の変化とともに、地域活動への市民の意識及びニーズ（参加の障

壁、参加したくなる活動の条件など）を踏まえ、地域での交流の場及び機会づくりを分野横

断的に再整理する必要がある。 

 

２）地域における居場所づくりと活動拠点づくりの推進 

①  各分野で、住民主体や行政、社協などによる様々な居場所や通いの場づくりが進められて

おり、地域におけるつながりや交流の場となっている。 

②  活動の拠点については、既存の公共施設の活用や集会施設整備などへの支援が進められて

いるが、地区によっては地域活動の担い手から活動の場の不足などに対する意見が挙がって

いる。 

③  各分野で整備が進む居場所、通いの場、活動拠点などの既存資源を見える化するとともに、

地区毎の状況を踏まえた整備、拡充の促進が必要。 

④  公共施設の活用等については、「高砂市公共施設全体最適化計画」など市全体の公共施設

マネジメントを踏まえて、めざすべき活動拠点、交流拠点などの姿を整理する必要がある。 

 

 

各分野での交流の機会づくりや居場所づくりなどが進んでいますが、コロナ禍の影響により

活動が停滞しているため、地域で交流を持つ市民や親密な近所づきあいができている市民は増

えていません。 

生活様式の変化や市民の意識及びニーズなどを踏まえ、交流の機会や居場所づくり、拠点整

備などを、分野横断的かつ重層的（市全体レベル・地域レベル）に進める必要があります。 
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第３期計画：基本目標４ 地域や福祉の担い手づくり                

 

１）既存の担い手への支援 

①  各地区への設置が進む支え合いづくり協議会において、関係者の意識醸成や課題共有が進み、

具体的な取り組みを展開しようとしている地区もある。しかし、ほとんどの地区で、依然とし

て、担い手及びリーダー等の不足と担い手の負担の増加による負のスパイラルがつづいている

ことがうかがえる。 

②  活動に負担感を持つ民生委員・児童委員は７割を占め、担い手の不足が課題。 

③  既存の担い手への支援については、「担い手・リーダー不足の解消＝新たな担い手づくり」

と「活動しやすい環境づくり」を両輪として、展開していく必要がある。特に、「活動しやす

い環境づくり」では、担い手が活動するなかでの課題を踏まえ、具体的な対策に取り組む必

要がある。 

 

２）多様な人材の発掘・育成による新たな担い手づくり 

①  様々な分野において、ボランティアや支援者の確保・養成に関する取り組みや、自治会な

どの地縁組織の活性化などを推進してきたが、新たな担い手・リーダー等の確保、地域・福

祉をみんなで担う仕組みの構築には至っていない。 

②  地域づくり活動に「お世話役」としての参加意向がある高齢者や、地域や近所などでつな

がりたい、地域での活動に参加したいという市民など意識・関心の高い層に積極的にアプロ

ーチし、具体的な活動の実践につなぐ仕組みや取り組みなどが必要。 

③  コロナ禍による生活様式の変化とともに、地域活動への市民の意識及びニーズ（参加の障

壁、参加したくなる活動の条件など）を踏まえ、多様な人材を発掘、育成する取り組みなど

を分野横断的に再整理する必要がある。 

 

 

依然として、担い手及びリーダー等の不足と担い手の負担の増加による負のスパイラルが続いて

います。 

今後は、分野横断的な多様な人材の発掘・育成による「新たな担い手やリーダー等の確保」と、

担い手の課題を踏まえた具体的な対策による「活動しやすい環境づくり」を進め、負のスパイラル

からの脱却を図る必要があります。 

 

  



36 

 

第３期計画：基本目標５ 総合的・包括的な相談支援体制の構築・強化       

 

１）地域における見守り体制の強化と相談機能の充実 

①  市民、当事者の相談窓口の認知状況は十分とは言えず、その周知啓発が重要となる。 

②  民生委員・児童委員及び福祉委員等を中心に、地域での見守り活動が進められているが、

コロナ禍の影響などで、支援が必要な人、世帯の潜在化が危惧されている。また、複合的な

課題や社会的孤立、生活困窮、若年層のひきこもり、障がいに関する内容などについては、

地域での気づきが相談支援につながりにくい傾向にある。 

③  各分野の相談窓口では、情報共有や必要な支援等につなぐための相談機能の強化が進んで

いる。しかし一方で、複合的な課題や分野横断的な課題などに関する相談が増加、常態化な

どが進んでいる。 

 

２）相談支援機関の連携体制の構築・強化 

①  各分野の相談窓口・相談支援機関では、他分野との連携・協働に向けたネットワークの構

築・強化が進んでおり、各分野で構築・強化された仕組みを活用し、個別ケースでの連携が

広がる。 

②  分野横断型の連携・協議については、現状では、各分野のそれぞれのシステム・仕組みの

活用にとどまっている。複合的な課題や分野横断的な課題といった単独分野での対応に限界

が生じているケースが増加しており、既存のシステム・仕組みの積極的な運用とともに、重

層的支援体制整備事業の活用など具体的な検討が必要。 

③  相談支援機関の連携体制の強化に向けて、各分野の専門職との顔の見える関係づくりの場

及び機会の設定などが重要。 

 

３）福祉サービス・制度の質の確保・向上と情報提供の充実 

①  各分野で関連する福祉サービス等の質の確保と向上を図る取り組みが進められているが、

支援が必要な人が抱える課題・不安は複雑化、多様化しており、利用者の視点に立って、サ

ービス・制度の充実を図る必要がある。 

②  各分野では、多様な媒体を活用して福祉サービス等に関する情報提供に取り組んでいる

が、福祉に関する情報を入手できている人は４割程度となっており、対象者の状況を踏まえ

たさらなる情報提供の充実が必要。 

③  コロナ禍でデジタルの利活用が進むなか、高齢者を中心としたデジタルデバイド（情報格

差）も問題となっており、その解決に向けた取り組み、環境整備が必要。 

 

 

各分野での相談機能の向上、連携体制の構築は進んでいますが、複合的な課題や分野横断的な課

題への対応ケースが増加する分野では、既存の連携システム等の積極的な運用とともに、多分野・

多機関連携をフォローするための新たな仕組みづくり（重層的支援体制整備事業等の活用）などが

必要となっています。 

併せて、相談窓口や福祉サービス等の情報提供の充実と、情報の受け手である高齢者を中心とし

たデジタルデバイド（情報格差）の解消なども必要です。 
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第３期計画：基本目標６ 権利擁護に関する取り組みの充実            

 

１）権利擁護の支援に向けた取り組みの充実 

①  権利擁護の支援を必要とする人は増加傾向にあり、関連する事業や成年後見制度の利用者

も増加している。一方で、成年後見制度に関する市民、民生委員・児童委員の認知は十分で

はなく、認知・理解不足が制度利用の障壁となっており、制度の内容や利用方法についても

さらなる積極的な周知・啓発が必要。 

②  民生委員・児童委員や権利擁護に関連する専門職、施設・事業所といった支援者側からは、

わかりやすい相談窓口・機関（権利擁護センター等）の設置、利用手続きに関する相談支援

のニーズが高くなっており、権利擁護の支援者への支援体制の整備も重要。 

③  地域包括支援センターや障がい者基幹相談支援センターなどで権利擁護に関する相談支

援が実施されており、令和４年度には成年後見相談窓口も設置され、本市における権利擁護

に関する相談支援体制の構築が徐々に進んでいる。今後は、成年後見制度利用促進基本計画

を推進し、権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築・充実を図る必要がある。 

 

２）虐待・ＤＶの予防と早期発見・早期対応 

①  虐待・ＤＶなどに気づいた市民の８割は通報・相談などの対応を行っており、虐待等の早期

発見・早期対応に向けた対応策を身につけた市民が比較的多いことがわかる。また、民生委員・

児童委員や施設・事業所などでもＳＯＳをキャッチすると、多くのケースで支援につながる対

応を行っている。 

②  ＤＶ被害を受けても相談しなかった人が５割に達しており、被害者本人がＤＶ・虐待に関

するＳＯＳを発信しやすい環境づくり（いつでも安心して届け出たり、相談できる環境づく

り）が喫緊の課題。 

③  コロナ禍の影響で虐待・ＤＶなどが増加しているが、家庭内の状況の把握が困難となって

おり、深刻なケースなどが潜在化している可能性がある。各分野で、虐待・ＤＶの防止、早

期発見・早期対応に向けたネットワークの構築・拡充が進んでいるが、潜在化するケースな

どに対応するためにも、地域および多機関・多職種での情報共有・連携などが必要。 

 

 

権利擁護支援体制の構築・強化が進んでいますが、必要な支援につながるための成年後見制度等

の利用促進に向けた周知・啓発が必要です。また、成年後見制度利用促進基本計画を推進し、さら

なる支援体制の強化を図ることが重要となっています。 

虐待等については、深刻化・潜在化するケースに対応するためにも、地域や多機関・多職種での

情報共有・連携などが必要です。 
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第３期計画：基本目標７ 安全に安心して暮らせる環境づくり          

 

１）住みやすい生活環境の整備 

①  各種生活サービス施設の立地など、本市での生活に関する利便性は比較的高いが、高齢者

や障がいのある人などでは、移動等への不安やバリアフリー化への意向が強い。 

②  空き家に対する不安も地域からは挙がっており、防犯上の対策をはじめ、場としての空き

家の有効活用などについても検討が必要。 

③  地域ごとに生活環境に関する不安・課題は異なる部分もあり、市全体での生活環境の整備、

仕組みづくりとともに、それらを踏まえた地域ごとの取り組み・仕組み等の検討を進める必要

がある。 

 

２）緊急時・災害時対策の充実 

①  災害等への不安を抱える人は依然として多く、各世帯・個人レベルで災害時に備える人は

増加しているが、地域での防災訓練・防災活動などの参加率は横ばいのままで、自主防災組

織数（補助金交付数）も減少している。 

②  世帯・個人レベルの災害時対応だけではなく、地域全体の災害対応力の向上に向けた取り

組みが必要。 

③  支援が必要な人に対応する体制づくりは徐々に進んでいるが、避難行動要支援者制度、名

簿等の認知・活用状況が十分ではなく、さらなる周知と活用促進とともに、地域の災害対応

力の向上を図り、誰一人取り残さない防災体制の構築・強化を図る必要がある。 

 

３）防犯対策・消費者被害防止に向けた取り組みの推進 

①  市民が取り組むこととしては「見守り活動や声かけなどの活動」が最も多くなっているが、

安全な生活のための活動に参加する人は他の地域活動と同様に少ない。ただし、安全な生活の

ための活動については、参加したことがないが今後参加してみたいという人は比較的多い。 

②  高齢者が契約当事者となる相談が多く、地域などでも高齢者や障がいのある人の消費者被

害が確認されている。 

③  防犯・消費者被害防止に向けた意識づくりや見守りや声かけなどの活動、地域と関係機関

との連携などにより、地域ぐるみで住民の生活・財産を守る体制を構築・強化していく必要

がある。 

 

 

今後、人口減少や高齢化などが進むなかで、市全体での生活環境の整備が進められていますが、

地域ごとに生活環境に関する不安・課題は異なるため、それらを踏まえた住民主体による地域ごと

の課題解決に向けた取り組みの検討と実践が必要です。 

災害対策および防犯対策についても、自助と公助の充実、共助による地域ぐるみによる取り組み、

体制づくりが重要となります。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

１．基本理念 

 

「一人ひとりが思いやり 心ふれあう ぬくもりのまち」 

 

本格的な少子化・高齢化、人口減少社会の到来により、各世帯の状況や生活環境などが大きく

変化しており、地域でのつながりの希薄化などによる地域社会の脆弱化にも歯止めはかかってい

ません。また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、社会的孤立や経済的困窮、地域での様々

な活動の縮小などの問題が顕著になっています。 

このような社会状況のなかで、行政による分野別の支援では対応が困難な複合化・複雑化した

課題が増加しており、世代や分野ごとの「縦割り」などを超え、多様な主体がつながることで、

住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現が必要と

なっています。 

本計画では、第１期から第３期計画で掲げてきた基本理念を継承し、本市において、地域の

すべての人々が主役となり、お互いを思いやる気持ちを持ちながら、つながり、支え合うこと

で、一人ひとりが自分らしく生活でき、誰一人取り残さない「ぬくもりのまち」、すなわち高砂

市における「地域共生社会」の実現をめざし、地域福祉を推進していきます。 
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２．基本目標 

基本理念「一人ひとりが思いやり 心ふれあう ぬくもりのまち」（高砂市における地域共生

社会）の実現に向けて、第３期計画を振り返った結果などを踏まえ、以下の３つの基本目標の達

成をめざします。 

 

 

基本目標１ みんながつながり、支え合い、自分らしく生活できる地域づくり 

世代や分野などを超えた人と人、人と資源、資源と資源などのつながりを促進するとともに、

市民一人ひとりの意識・関心・状況などに応じて地域でのつながりや社会参加、活躍を創出す

ることで、みんなで地域の課題を解決できる地域、みんながイキイキ暮らせる地域を創ります。 

 

基本目標２ 悩みや不安などを抱える人を孤立させない 

総合的・包括的な相談・支援体制づくり 

悩みや不安などを抱える人が地域で孤立することなく、必要な支援にしっかりとつながり、

地域で自分らしく暮らせるよう、分野を横断し、多職種・多機関がつながり、全世代・全対象型

の相談・支援体制を創ります。 

 

基本目標３ 地域福祉を進める意識と担い手づくり 

市民一人ひとりの地域や福祉などへの意識、理解、行動を拡げるとともに、既存の担い手へ

の支援や多様な人材の発掘・育成、福祉人材の育成・確保に取り組み、地域福祉を進め、地域共

生社会を実現する人を創ります。 
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３．施策体系 

基本理念「一人ひとりが思いやり 心ふれあう ぬくもりのまち」（高砂市における地域共生

社会）の実現に向けて設定した３つの基本目標を踏まえ、各基本目標を達成するための施策体系

を以下のように設定します。また、基本目標の確実な達成に向けて、各基本目標をリードする施

策を「重点的な施策」として設定することで、本計画の実行性・実効性を担保します。 

 

 

★：重点的な施策  

１－１：市民主体の様々な地域活
動・福祉活動が活性化しています。

１－２：地域で福祉に関わる多様な
主体間や分野を超えた多様な主体間
で地域課題の解決に向けた連携が図
れています。

１－４：地域で安全に安心して暮
らすことができる生活環境、防
災・防犯体制が整備されています。

みんながつながり、支え合
い、自分らしく生活できる
地域が実現しています。

２－１：悩みや不安などを抱えても、
支援につながるきっかけが身近にあ
ります。

２－２：悩みや不安などを抱える
人が、安心して、地域で自分らし
く暮らすことができるよう、多職
種・多分野がつながり、相談支援
及び参加支援に取り組む体制が整
備・運用されています。

１－３：地域での多様なつなが
り・交流を持つ市民、地域・福祉
に関わる活動に参加・参画する市
民が増えています。

３－１：地域福祉を支え、推進す
る個人・組織など多様な主体が育
ち、活躍しています。

３－２：地域福祉を支え、推進す
る専門的な人材が育ち、活躍して
います。

悩みや不安などを抱える人
を孤立させない総合的・包
括的な相談・支援体制が実
現しています。

基
本
理
念
「
一
人
ひ
と
り
が
思
い
や
り

心
ふ
れ
あ
う

ぬ
く
も
り
の
ま
ち
」
（
高
砂
市
に
お
け
る
地
域
共
生
社
会
）
の
実
現

最終
目的

４）安全に安心して暮らせる環境づくり

１）市民主体の地域活動・福祉活動の
活性化★

２）地域での課題解決力の強化と
多様な主体とのつながりの促進★

３）地域でつながる・活躍できる
場、環境の創出

１）地域における見守り体制の強化と
相談機能の充実

２）複合化・複雑化した課題に
対応できる相談支援体制の構築・強化★

４）権利擁護支援体制の構築・強化★

３）悩み・不安などを抱える人に
寄り添い、支える体制の構築・強化

１）地域や福祉などへの意識の向上

２）既存の担い手への支援★

３）多様な人材の発掘・育成

４）福祉人材の育成・確保

施策（関連する取り組みの内容）
施策を推進することでめざす５年後の市民・地域の姿
（施策の推進から地域共生社会の実現に向けた道筋）

基本目標１ みんながつながり、支え合い、自分らしく
生活できる地域づくり

基本目標２ 悩みや不安などを抱える人を孤立させない
総合的・包括的な相談・支援体制づくり

基本目標３ 地域福祉を進める意識と担い手づくり

地域福祉を進める
人材が育ち、活躍しています。
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４．福祉圏域の考え方 

「福祉圏域」とは、地域福祉を推進するために必要な取り組みや仕組みづくりを効果的、効率的

に展開していくための地域の範囲です。地域福祉を推進する上で、一言で「地域」といっても、そ

の捉え方は年齢や活動団体等によって異なることが考えられます。地域福祉を市民主体で進めてい

くためには、日常生活を送る上で、あいさつや顔の見える範囲から、保健・医療、福祉サービスと

の連携や、高齢者、障がいのある人など、外出支援が必要な方への支援、広域的な議論が必要な圏

域まで、様々な課題によって、適切な圏域設定が必要になります。 

本計画では、第２期計画で設定した以下の様な４層構造の福祉圏域を継承します。 

 

【高砂市の「福祉圏域」のイメージ図】 

 

 

 

  

公 

助 

共 

助 

自 

助 
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第４章 施策・取り組みの展開 

 

基本目標１ みんながつながり、支え合い、自分らしく生活できる地域づくり 

世代や分野などを超えた人と人、人と資源、資源と資源などのつながりを促進するとともに、市

民一人ひとりの意識・関心・状況などに応じて地域でのつながりや社会参加、活躍を創出すること

で、みんなで地域の課題を解決できる地域、みんながイキイキ暮らせる地域を創ります。 

 

基本目標１で５年後にめざす市民・地域の姿 

１－１：市民主体の様々な地域活動・福祉活動が活性化しています。 

１－２：地域で福祉に関わる多様な主体間や分野を超えた多様な主体間で地域課題の解決に

向けた連携が図れています。 

１－３：地域での多様なつながり・交流を持つ市民、地域・福祉に関わる活動に参加・参画

する市民が増えています。 

１－４：地域で安全に安心して暮らすことができる生活環境、防災・防犯体制が整備されて

います。 

 

 

１）市民主体の地域活動・福祉活動の活性化【重点的な施策】 

 

市民主体の様々な地域活動・福祉活動が活性化している地域（５年後にめざす姿１－１）の実現

に向けて、以下の取り組みを進めます。 

 

（１）地域での課題解決力の基盤となる自治会、婦人会、老人クラブ、子ども会等の地縁組織の活

動を支援します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 自治会活動への支援 

●自治会の組織率・加入率の維持や安定的な運営のための支援と

ともに、各地域の考えを尊重し、課題等の解決に向けた活動を支

援します。 

２ 

地域単位で活動する 

団体・組織の 

運営・活動への支援 

●婦人会や老人クラブ、子ども会などの地域単位で活動する団体・

組織の会員の維持・拡充や運営、活動を支援します。 
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（２）地域福祉の中核を担う民生委員・児童委員、福祉委員などによる福祉活動を支援します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
民生委員・児童委員 

の活動支援 

●民生委員・児童委員が地域の身近な相談者として必要な知識や情

報等を得られるよう、研修及び情報提供の充実を図ります。 

●地域住民への周知・啓発とともに、他団体・組織等との連携促進、

活動への負担感の軽減などに取り組むことで、活動しやすい環境

づくりを進めます。 

２ 

福祉委員の活動支援 

及び小地域福祉活動

の活性化 

●福祉委員が地域で円滑に活動できるよう、研修及び情報提供の充

実を図ります。 

●福祉委員からの相談に応じ、活動を支援することで小地域福祉活

動の活性化を図ります。 

 

（３）ボランティアやＮＰＯなど多様な組織・団体、個人による地域活動・市民活動を支援します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
ボランティア活動の 

促進 

●高砂市ボランティア活動センターや関係機関等と連携し、多分野

におけるボランティア活動者の確保・育成、情報発信、多分野の

ボランティア間の情報交換・交流、活動支援などを通じて、ボラ

ンティア活動を促進します。 

２ 

公益団体活動や 

自発的市民活動の 

支援 

●自主的な公益活動等を行う市民団体やＮＰＯ法人の活動を支援し

ます。 

３ 
当事者団体・組織の 

活動支援 

●障がいのある人や認知症の人、介護者・介助者、ひきこもりなど

に関する当事者団体・組織の情報交換、交流、課題解決に向けた

取り組みなどの主体的な活動を支援します。 

４ 
社会福祉法人による 

地域公益活動の促進 

●社会福祉法人連絡協議会（ほっとかへんネットたかさご）の運営

支援などを通じて、社会福祉法人による地域での地域公益活動を

促進します。 

５ 

民間企業・事業所等 

による社会貢献活動 

の促進 

●地域や市民の複雑化・複合化する課題の解決に向けた取り組み、

社会貢献活動等に民間企業・事業所等が参加しやすい環境づくり、

地域と連携できる仕組みづくりに取り組みます。 
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 ２）地域での課題解決力の強化と多様な主体とのつながりの促進【重点的な施策】 

 

地域で福祉に関わる多様な主体間や分野を超えた多様な主体間で地域課題の解決に向けた連携

が図れている（５年後にめざす姿１－２）ように、以下の取り組みを進めます。 

 

（１）支え合いづくり協議会の設置及び住民主体による運営を促進・支援します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
支え合いづくり協議会

の設置及び運営支援 

●市内全地区での支え合いづくり協議会の設置に取り組みます。 

●第２層生活支援コーディネーターを中心に、住民主体による支え

合いづくり協議会の運営を促進・支援します。 

●各地区の支え合いづくり協議会間での活動状況やノウハウ、情報

などの共有、交流を進め、課題解決に向けた具体的な活動の市内

での拡張・展開を図ります。 

２ 

支え合いづくり協議会

の運営支援に向けた 

体制整備 

●生活支援体制整備事業等を通じて、生活支援コーディネーターの

配置、スキル向上等に取り組みます。 

●市全体レベルの第１層協議体の運営を通じて、支え合いづくり協議

会（各地区レベル）での解決等が難しい課題への対応を図ります。 

 

（２）支え合いづくり協議会など様々な場を活用し、地域課題の解決に向けた多様な主体の連携を

促進します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 

多様な主体の支え合い

づくり協議会への 

参加・参画の促進 

●地域課題の解決に向けて、福祉施設や事業所、専門機関など多様

な主体の支え合いづくり協議会への参加・参画を促進します。 

２ 

既存のネットワーク 

を活用した地域課題 

の解決に向けた連携 

●様々な分野における既存のネットワーク等との連携・協働を通じ

て、地域課題の解決に向けた多様な主体の参加・参画を促進します。 

【既存ネットワークの例】 

地域ケア会議、高齢者虐待等防止対策ネットワーク会議、障がい

者自立支援協議会、成年後見制度地域連携ネットワーク協議会、

要保護児童対策地域協議会、学校運営協議会（コミュニティスク

ール）等 
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３）地域でつながる・活躍できる場、環境の創出 

 

地域での多様なつながり・交流を持つ市民、地域・福祉に関わる活動に参加・参画する市民が

増える（５年後にめざす姿１－３）ように、以下の取り組みを進めます。 

 

（１）地域で交流・つながりなどが持てる場・機会、集うことができる居場所づくりを推進します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 

多様な市民が交流・ 

つながりを持てる 

機会づくりの推進 

●親子や子育て世代などの交流・つながりが持てる場・機会づくり

に取り組みます。 

●子どもを核に様々な世代間交流、地域でのつながりづくりを推進

します。 

●高齢者や障がいのある人、外国にルーツを持つ人などの社会参

加、地域でのつながりづくりを推進します。 

●生涯学習やスポーツ・文化、健康づくり、食育、防災・防犯、多

文化共生、環境など様々な分野において、多様な目的や関心など

を踏まえた住民同士の交流、つながりづくりを推進します。 

●地域単位で活動する組織・団体などによる住民同士の交流活動等

を支援します。 

●対象者や分野などに捉われず、多様な市民が交流・つながりを持

てる場・機会づくりに取り組みます。 

２ 

多様な市民が集う 

ことができる居場所 

づくりの推進 

●高齢者の通いの場や認知症カフェ、放課後における子どもの居場

所、子ども食堂など様々な分野での居場所づくりを推進します。 

●地域における居場所づくりに必要なノウハウや情報等の提供、担

い手への相談対応、専門的な支援などに取り組み、居場所づくり

と運営を支援します。 

●各分野の居場所や通いの場などの既存資源を整理するとともに、

対象者や分野などに捉われず、多様な市民が集うことができる居

場所づくりに取り組みます。 

３ 
公共施設等の 

有効活用・利用促進 

●ユーアイ福祉交流センターや子育て支援センター、公民館、学校

施設などの公共施設について、居場所や拠点活動としての有効活

用、利用促進を図ります。 

●公共施設の適正な維持管理と計画的な整備を進め、市全体や地

区毎での交流、活動拠点としての公共施設の有効利用等を図り

ます。 

４ 

社会福祉法人による 

交流・つながり 

づくりの促進 

●社会福祉法人連絡協議会（ほっとかへんネットたかさご）の運営

支援などを通じて、社会福祉法人による地域での交流・つながり

づくり等の活動を促進します。 
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（２）様々な分野でのボランティアや支援者などの確保・養成、活躍できる環境づくりを推進します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
ボランティア活動の 

促進【再掲】 

●高砂市ボランティア活動センターや関係機関等と連携し、多分野

におけるボランティア活動者の確保・育成、情報発信、多分野のボ

ランティア間の情報交換・交流、活動支援などを通じて、ボランテ

ィア活動を促進します。 

２ 
市民が支援者となる 

仕組みの構築・拡充 

●福祉分野を中心に、地域での支援活動等の担い手（支援者）の確保・

育成、それらの支援者が活躍できる環境づくりに取り組み、市民が

支援者となる仕組みを構築・拡充します。 

【市民が支援者となる仕組みの例】 

認知症サポーター、高齢者等見守り・ＳＯＳネットワーク、家事援

助ヘルパー、ファミリーサポートセンター、意思疎通支援事業など 

 

（３）市民一人ひとりの社会参加や地域での活躍・挑戦などを支援します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
若年層への 

アプローチの推進 

●学生や若い世代、働き盛り世代などの地域活動への意識・関心など

を踏まえ、社会参加や地域での活躍・挑戦できる機会づくりに取り

組みます。 

２ 
元気な高齢者への 

アプローチの推進 

●地域づくり活動の担い手として、元気な高齢者（アクティブシニ

ア）の積極的な社会参加を促進します。 

３ 
新たな社会参加、 

活躍・挑戦への支援 

●多様な分野の地域課題に対応するため、ソーシャルビジネス、コミ

ュニティビジネス事業者の創業支援などに取り組みます。 
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 ４）安全に安心して暮らせる環境づくり 

 

安全に安心して暮らすことができる生活環境、防災・防犯体制が整備されている地域（５年後

にめざす姿１－４）の実現に向けて、以下の取り組みを進めます。 

 

（１）移動・交通環境や住環境の整備、公共施設や交通機関などのバリアフリー化などを推進します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
移動・交通環境の 

整備 

●交通事業者を中心に関係機関等との協働により、市民の移動手段

の確保に努めるとともに、市民が行きたい目的地にいけるよう、公

共交通による利便性を確保します。 

●住民や事業者、関係機関と連携し、効果的な移動手段を検討しま

す。 

●住民や事業者、関係機関と連携し、移動が困難で個別に支援が必要

な人を対象とした福祉的移動支援を検討し、確保します。 

２ 住環境の整備 

●住生活基本計画に基づき、誰もが安心して暮らせる多様な住生活

の実現を図ります。 

●老朽危険空き家の発生抑制や、空き家の利活用などを促進します。 

３ 

公共施設等の 

バリアフリー化と 

ユニバーサルデザイン

の推進 

●「福祉のまちづくり条例」に基づき、公共施設や道路環境、公共交

通などのバリアフリー化とユニバーサルデザインの推進に取り組

みます。 

 

（２）緊急時・災害時に対応できる支援体制の整備、地域全体の災害対応力の向上を図ります。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 地域の防災力の強化 

●防災訓練や防災出前講座などを通じて防災技能の普及、防災・減災

意識の高揚を図るとともに、自主防災組織への支援に取り組み、地

域の防災力を強化します。 

２ 災害対応力の向上 

●地域防災計画等に基づき、市民、団体、関係機関の役割分担と災害

時のリスク対応が可能な体制を構築・強化します。 

●災害時におけるボランティアの受け入れ及び支援が円滑に行える

ように、災害ボランティアセンターの設置・運営訓練などに取り組

みます。 

●災害時の福祉避難所の確保とともに、避難所における福祉サービ

ス等の提供体制の構築・強化に取り組みます。 

３ 

誰一人取り残さない 

防災体制の 

構築・強化 

●災害時に支援が必要な人（避難行動要支援者）への支援が適切かつ

円滑に実施できるよう、個別避難計画の作成などに取り組み、地域

において誰一人取り残さない支援体制を構築・強化します。 

●避難行動要支援者のマップ作成・更新や要援護者及び避難行動要

支援者の実態調査を実施し、避難支援体制の確立をめざします。 
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（３）防犯対策・消費者被害防止に向けた意識づくりや相談支援体制を整備します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 防犯対策の推進 

●防犯灯や見守りカメラなどの設置を通じて、安全・安心なまちづく

りを進めます。 

●「見守りネット」や「ひょうご防犯ネット」などを通じて不審者情

報を提供します。 

２ 

地域の防犯活動の 

促進・支援と 

防犯意識の醸成 

●青色防犯パトロールや登下校の見守り、「こども 110番の家」の設

置など、地域における防犯活動を促進、支援します。 

●防犯まちづくり出前講座などを通じて、防犯に関する情報提供、防

犯意識の醸成などに取り組みます。 

３ 
消費者被害防止の 

推進 

●地域や関係機関等との連携による消費生活に関する情報提供や啓

発活動を通じて、正しい消費知識の普及と消費者意識の向上を図

るとともに、消費生活相談体制の充実に取り組みます。 
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基本目標２ 悩みや不安などを抱える人を孤立させない 

総合的・包括的な相談・支援体制づくり 

悩みや不安などを抱える人が地域で孤立することなく、必要な支援にしっかりとつながり、地域

で自分らしく暮らせるよう、分野を横断し、多職種・多機関がつながって、全世代・全対象型の相

談・支援体制を創ります。 

 

基本目標２で５年後にめざす市民・地域の姿 

２－１：悩みや不安などを抱えても、支援につながるきっかけが身近にあります。 

２－２：悩みや不安などを抱える人が、安心して、地域で自分らしく暮らすことができるよ

う、多職種・多分野がつながり、相談支援及び参加支援に取り組む体制が整備・運用

されています。 

 

 

１）地域における見守り体制の強化と相談機能の充実 

 

悩みや不安などを抱えても、支援につながるきっかけが身近にある地域（５年後にめざす姿２

－１）の実現に向けて、以下の取り組みを進めます。 

 

（１）地域での気づきを促進し、相談支援につながりやすくするとともに、地域での見守り体制の

充実を図ります。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 

悩みや不安などを 

抱える人に対する 

地域での理解づくり 

●福祉教育・学習や人権教育などの様々な学びの場・機会を通じて、

認知症の人や障がいのある人、ひきこもりなど、悩み・不安を抱え

る人やその家族についての理解を促進します。 

２ 
地域における見守り 

活動の促進 

●民生委員・児童委員や福祉委員、自治会、婦人会、老人クラブ、子

ども会などの地域単位の組織・団体、ボランティア等による身近な

地域での見守り活動、支援が必要な人の把握に向けた活動などを促

進、支援します。 

●民間事業者との連携による地域での見守り活動を構築・拡充します。 

●身近な地域での気づきの感度を高めるとともに、適切な支援につがる

よう、民生委員・児童委員や福祉委員等への研修の充実を図ります。 

３ 
居場所等を活用した 

見守りの促進 

●多様な市民が集うことができる居場所などを、悩み・不安を抱える

人に気づき、支援につなぐ機会として積極的に活用します。 
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（２）様々な分野での相談窓口の周知及び相談体制の充実を図ります。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
相談しやすい 

環境づくりの推進 

●多様な機会・媒体を活用し、様々な分野の相談窓口や機能等の周

知・啓発に取り組みます。 

●障がいの有無や年齢、外国にルーツがあることなどによって相談

が受けにくいということがないよう、専門機関・団体等と連携し、

相談しやすい環境づくりに取り組みます。 

２ 

様々な分野の 

相談体制・相談機能 

の充実 

●地域包括支援センターや障がい者基幹相談支援センター、子育て

世代包括支援センター、子育て支援センター、生活支援相談窓口、

成年後見支援センター、男女共同参画センターなど、各分野の専門

機関や相談窓口等による相談機能の充実を図ります。 
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２）複合化・複雑化した課題に対応できる相談支援体制の構築・強化【重点的な施策】 

 

悩みや不安などを抱える人が、安心して、地域で自分らしく暮らすことができるよう、多職種・

多分野がつながり、相談支援及び参加支援に取り組む体制が整備・運用されている地域（５年後に

めざす姿２－２）の実現に向けて、分野毎の相談支援ネットワークおよび分野横断型の相談支援体

制の構築・強化に取り組みます。 

 

（１）様々な分野において、他分野との連携・協働を図り、分野毎の相談支援ネットワークを強化

します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 

相談窓口・機関に 

よるネットワーク、 

顔の見える関係の 

構築・強化 

●各分野の相談窓口の機能強化に向け、相談窓口間の情報・課題の

共有や意見交換、必要な支援・サービス等につなぐための連携の

強化などに取り組みます。 

●相談窓口の連携強化に向けて、各分野の相談支援専門職等の顔の

見える関係づくりを進めます。 

２ 

既存のネットワーク 

を活用した分野毎の 

相談機能の強化 

●様々な分野における既存のネットワークを積極的に活用・運用し、

他分野との連携・協働を進め、分野毎の相談機能の強化を図ります。 

【既存ネットワークの例】 

地域ケア会議、高齢者虐待等防止対策ネットワーク会議、障がい

者自立支援協議会、成年後見制度地域連携ネットワーク協議会、

要保護児童対策地域協議会、学校運営協議会（コミュニティスク

ール）等 

 

（２）分野横断型の相談・支援体制を構築・強化します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
重層的支援体制整備

事業の推進 

●単独の分野での対応では限界のある複合化・複雑化した課題、制

度の狭間の課題などに対応するため、重層的支援体制整備事業を

通じて、分野横断型の包括的な相談・支援体制を構築・強化すると

ともに、各分野での対応力強化をめざします。 
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３）悩み・不安などを抱える人に寄り添い、支える体制の構築・強化 

 

悩みや不安などを抱える人が、安心して、地域で自分らしく暮らすことができるよう、多職種・多

分野がつながり、相談支援及び参加支援に取り組む体制が整備・運用されている地域（５年後にめざ

す姿２－２）の実現に向けて、切れ目のない包括的な支援体制の構築・強化などに取り組みます。 

 

（１）多様化・複雑化する課題や不安などに対応するため、様々な分野での支援を強化するととも

に、切れ目のない包括的な支援体制を構築・強化します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
生活困窮者等への 

自立支援の推進 

●生活支援相談窓口を中心として、生活困窮状態にある人を対象に、

一人ひとりの抱える課題を把握し、状況に応じた具体的な支援計画

を作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。 

●生活福祉資金貸付制度を通じて、生活を経済的に支えるとともに、

その在宅福祉及び社会参加の促進を図ります。 

２ 
ひきこもり等に 

関する支援の推進 

●生活支援相談窓口において、ひきこもり等、社会的に孤立した状態

にある人が社会とのつながりを取り戻せるよう、当事者及びその家

族に寄り添い支援します。 

３ 
ヤングケアラーの 

支援 

●ヤングケアラーについての社会の理解を深め、ヤングケアラーの早

期発見・支援に向けた啓発を行うとともに、関係機関が連携した支

援体制を整備し、ヤングケアラー及びその家族に対して適切な支援

に取り組みます。 

４ 
子どもの貧困対策 

の推進 

●子どもの貧困対策に向けた相談体制の充実や関係機関との連携強

化、支援体制を整備するとともに、総合的な教育支援と経済的支援

の充実、子ども食堂に関する取り組みや保護者の就労支援などに取

り組みます。 

５ 
虐待・ＤＶ予防と 

早期発見・早期対応 

●虐待やＤＶなどあらゆる暴力を決して許さないという意識づくり

とともに、通告義務や相談窓口の周知徹底を図り、あらゆる暴力被

害の潜在化を防止します。 

●関係機関や地域等との連携を図り、高齢者や障がいのある人、児童

に対する虐待の防止及び早期発見、早期対応を図ります。 

●被害者等が相談しやすい体制づくりとともに、関係機関等との連携

を通じて、被害者の保護・自立に向けた支援に取り組みます。 

６ 自殺対策の推進 

●相談体制の充実やネットワーク強化、地域での「気づき・つなぎ・

見守り」ができる人材の育成、いのちの大切さを実感させる教育・

学習・啓発などの自殺対策を全庁的に取り組みます。 

７ 

高齢者、障がいの 

ある人への就労支援 

の推進 

●シルバー人材センターとの連携などを通じた高齢者の就労支援に

取り組みます。 

●障がいのある人の一般就労や、福祉的就労が進み、自分に合った職

場で働き続けることができるよう、支援の充実に取り組みます。 
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No 取り組み 取り組みの内容 

８ 
再犯防止に向けた 

取り組みの推進 

●「社会を明るくする運動」などを通じて、地域での再犯防止に関す

る理解づくりを進めます。 

●更生保護サポートセンターでの活動などを通じて、犯罪をした人等

への継続的な支援に取り組みます。 

●保護司などの更生保護の担い手への相談支援や、再犯防止に向け

た支援体制の構築に取り組みます。 

※詳細については、「高砂市再犯防止推進計画」を参照ください。 

 

（２）福祉サービス・制度の質の確保・向上と情報提供の充実を図ります。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
福祉サービス・制度 

の質の確保・向上 

●高齢者や障がいのある人、子ども、生活困窮者支援など各分野にお

いて、福祉サービス等の質の確保・向上に取り組みます。 

●福祉サービス等を必要とする人やその家族が、安心してサービス

等を利用できるよう、苦情処理や問題解決に向けた取り組みを推

進します。 

●共生型サービスなど分野横断的な福祉サービス等の検討を進め

ます。 

２ 

福祉サービス・制度 

に関する情報提供・

発信の推進 

●福祉サービス等を必要とする人やその家族が、適切に選択して利用

できるよう、様々な場・機会・媒体を活用して、情報の受け手側の

視点に立った積極的かつ効果的な情報提供・発信に取り組みます。 

●福祉サービス等を必要とする人等の相談体制を確保・充実に取り

組みます。 

●デジタル技術を活用して情報が得られるよう、必要な通信環境の

整備に取り組みます。 
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４）権利擁護支援体制の構築・強化【重点的な施策】 

 

悩みや不安などを抱える人が、安心して、地域で自分らしく暮らすことができるよう、多職種・

多分野がつながり、相談支援及び参加支援に取り組む体制が整備・運用されている地域（５年後に

めざす姿２－２）の実現に向けて、「高砂市成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、権利擁護に

関する相談機能や地域連携の仕組みなどの構築・強化に取り組みます。 

 

（１）権利擁護に関する理解・認識を醸成し、相談機能を強化します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
成年後見支援 

センターの設置 

●成年後見支援センターを設置し、権利擁護や成年後見制度などに関する

広報、相談、利用促進機能の整備を図ります。 

２ 
権利擁護・成年後見 

に関する周知啓発 

●成年後見支援センターを中心に、多様な場・機会・媒体を活用し、権

利擁護や成年後見制度などに関する具体的な周知・啓発、利用促進に取

り組みます。 

３ 

権利擁護・成年後見 

に関する相談機能の 

強化 

●成年後見支援センターを中心に、地域の専門職団体、関係機関の協

力を得て、成年後見制度の利用に関する相談機能を強化します。 

 

（２）権利擁護に関する地域連携の仕組みを構築・強化します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 

権利擁護支援の 

地域連携ネット 

ワークの構築・強化 

●権利擁護支援の必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげる

ため、既存の保健・医療・福祉の連携に、司法も含めた地域連携の

仕組み「高砂市地域連携ネットワーク」を構築・強化します。 

 

※上記「取り組みの内容」の詳細については、「高砂市成年後見制度利用促進基本計画」を参照ください。 
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基本目標３ 地域福祉を進める意識と担い手づくり 

市民一人ひとりの地域や福祉などへの意識、理解、行動を拡げるとともに、既存の担い手への支

援や多様な人材の発掘・育成、福祉人材の育成・確保に取り組み、地域福祉を進め、地域共生社会

を実現する人を創ります。 

 

基本目標３で５年後にめざす市民・地域の姿 

３－１：地域福祉を支え、推進する個人・組織など多様な主体が育ち、活躍しています。 

３－２：地域福祉を支え、推進する専門的な人材が育ち、活躍しています。 

 

 

１）地域や福祉などへの意識の向上 

 

地域福祉を支え、推進する個人・組織など多様な主体が育ち、活躍している地域（５年後にめ

ざす姿３－１）の実現に向けて、地域や福祉などへの意識づくりに取り組みます。 

 

（１）まち・地域などへの意識・関心を高め、我が事としての認識づくりを推進します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
まちや地域への 

関心・愛着の醸成  

●多くの市民が、まちや地域を知り、関心や愛着を持てるようなイベン

ト・行事を充実するとともに、積極的かつ効果的な広報・広聴活動を進

めます。 

●まちや地域のことを我が事として認識できるよう、まちや地域へ

の関心と愛着を、具体的な活動、活躍につなげます。 

 

（２）福祉教育などを通じて、地域や福祉、人権についての正しい理解、認識づくりを推進します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 

子どもを対象とした 

福祉教育・学習等の 

推進 

●保育所、幼稚園、認定こども園や小中学校において、地域での様々

な体験・交流活動を進め、福祉や人権に関する意識づくりを進めま

す。 

●小中学校や高校などにおいて、福祉教育・学習、人権教育や体験学

習に取り組むとともに、ボランティアなどの具体的な福祉活動の

場づくりを進めます。 

２ 
地域での福祉教育・ 

学習等の推進 

●生涯学習の取り組みや出前講座、図書館での取り組み、地域におけ

る学習会、研修会、イベントなど様々な機会・場を積極的に活用し、

福祉を我が事と捉えるための多様な福祉教育・学習、人権教育を推

進、促進します。 
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２）既存の担い手への支援【重点的な施策】 

 

地域福祉を支え、推進する個人・組織など多様な主体が育ち、活躍している地域（５年後にめ

ざす姿３－１）の実現に向けて、既存の担い手への支援、担い手が活動しやすい環境づくりに取

り組みます。 

 

（１）既存の担い手の抱える課題・問題を見える化し、解決を図ることで、担い手が活動しやすい環境

づくりを進めます。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 

担い手の抱える 

課題・問題の解決に 

向けた取り組みの 

推進 

●市民主体の活動への支援において、それぞれの担い手の抱える課

題・問題などを把握、整理します。また、それらの解決に向けて、

関連する事例・ノウハウ等の提供、地域とテーマ型活動や多分野間

のマッチング、新たな仕組みづくりなどに取り組み、担い手が「活

動しやすい環境」を整備します。 

２ 

市民主体の活動への 

支援 

【基本目標１－１）】 

●自治会活動への支援【再掲】 

●地域単位で活動する団体・組織の運営・活動への支援【再掲】 

●民生委員・児童委員の活動支援【再掲】 

●福祉委員の活動支援及び小地域福祉活動の活性化【再掲】 

●ボランティア活動の促進【再掲】 

●公益団体活動や自発的市民活動の支援【再掲】 

●当事者団体・組織の活動支援【再掲】 
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３）多様な人材の発掘・育成 

 

地域福祉を支え、推進する個人・組織など多様な主体が育ち、活躍している地域（５年後にめざ

す姿３－１）の実現に向けて、多様な人材の確保・養成、活躍・挑戦への支援に取り組みます。 

 

（１）様々な分野でのボランティアや支援者などの確保・養成、活躍できる環境づくりを推進します。

【再掲】 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
ボランティア活動の 

促進【再掲】 

●高砂市ボランティア活動センターや関係機関等と連携し、多分野

におけるボランティア活動者の確保・育成、情報発信、多分野のボ

ランティア間の情報交換・交流、活動支援などを通じて、ボランテ

ィア活動を促進します。 

２ 

市民が支援者となる 

仕組みの構築・拡充 

【再掲】 

●福祉分野を中心に、地域での支援活動等の担い手（支援者）の確保・

育成、それらの支援者が活躍できる環境づくりに取り組み、市民が

支援者となる仕組みを構築・拡充します。 

【市民が支援者となる仕組みの例】 

認知症サポーター、高齢者等見守り・ＳＯＳネットワーク、家事援

助ヘルパー、ファミリーサポートセンター、意思疎通支援事業など 

 

（２）市民一人ひとりの社会参加や地域での活躍・挑戦などを支援します。【再掲】 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 

若年層への 

アプローチの推進 

【再掲】 

●学生や若い世代、働き盛り世代などの地域活動への意識・関心など

を踏まえ、社会参加や地域での活躍・挑戦できる機会づくりに取り

組みます。 

２ 

元気な高齢者への 

アプローチの推進 

【再掲】 

●地域づくり活動の担い手として、元気な高齢者（アクティブシニ

ア）の積極的な社会参加を促進します。 

３ 

新たな社会参加、 

活躍・挑戦への支援 

【再掲】 

●多様な分野の地域課題に対応するため、ソーシャルビジネス、コミ

ュニティビジネス事業者の創業支援などに取り組みます。 

 

 

 

  



59 

 

４）福祉人材の育成・確保 

 

地域福祉を支え、推進する専門的な人材が育ち、活躍している地域（５年後にめざす姿３－

２）の実現に向けて、以下の取り組みを進めます。 

 

（１）福祉専門職などの分野間の交流、顔の見える関係づくり、専門職の育成・確保を推進します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 福祉専門職等の交流 

●各分野の福祉専門職等の交流を促進するとともに、顔の見える関係

づくりを進めます。 

●相談支援に携わる専門職間の連携を図るための仕組みを拡充し、有

機的なネットワークの構築につなげます。 

２ 
福祉専門職の育成・ 

確保 

●福祉専門職・福祉職員に対する知識・技術等の向上に向けた研修を

充実します。 

●関係機関と連携し、福祉専門職の求人事業者と求職者のマッチング

を支援します。 

 

（２）市民に寄り添い、地域の課題に気づき、自主的に取り組む行政職員、参画・協働に取り組む

市職員の育成を推進します。 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
市職員の参画・協働 

に対する意識の向上 

●地域との交流や関係機関との交流など様々な経験を積もうとする

意欲を育み、住民や関係者等との対話を基本に、地域の特性を把握

し、住民との参画と協働に取り組む市職員を育成します。 

２ 

市職員の地域福祉に 

関する意識・資質の 

向上 

●市職員の地域福祉に関する意識や資質の向上を図るとともに、地域

福祉の推進に向けた専門的な知見を深めるための取り組みを進め

ます。 
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高砂市再犯防止推進計画 

 

１）策定の背景と趣旨 

平成 28年 12月に再犯防止推進法が施行され、都道府県及び市町村に対し、国の再犯防止推進

計画を勘案して、地方再犯防止推進計画を策定する努力義務が課せられました。 

犯罪をした人等の中には、安定した仕事や住居がない、薬物やアルコール等への依存、高齢で

身寄りがないなど地域社会で生活する上で様々な課題を抱えている人が多く存在します。そのよ

うな人の再犯を防止するためには、刑事司法手続の中だけでなく、刑事司法手続を離れた後も、

継続的にその社会復帰を支援することが必要と考えられます。 

本市においても、再犯防止の取り組みを推進するため、高砂市再犯防止推進計画を策定します。 

 

２）計画の位置づけと期間 

再犯防止推進法第８条第１項に基づく「地方再犯防止推進計画」として策定します。 

また、高砂市再犯防止推進計画の計画期間は、第４期高砂市地域福祉計画の計画期間と同様に、令

和５年度からの５年間とします。 

 

３）再犯防止を取り巻く現状（保護司を対象としたヒアリング結果） 

概要 
日時：令和４年６月 28日 10:00〜11:30 

対象・方法：再犯防止活動に従事する保護司を対象に、対面ヒアリングを実施。 

結果 

①高砂市における犯罪をした人等の実態 

 犯罪をした人が困っていることは、家族・同居人とのつきあい、就労先がないこ

となど。 

 犯罪をした人は、地域に入りにくいと感じている。 

 少年（保護観察処分少年や少年院仮退院者）は減少傾向にある。現状では、普通

の子どもが詐欺に関わったりしたケースが多い。 

 現状、地域では犯罪をした人にあまり関心がないように感じる。そもそも地域へ

の関心が希薄化していることも要因と考えられる。 

②高砂市における犯罪をした人等の支援ニーズ 

 適切なところに就労をしないと再犯につながってしまう。 

 身元引受人が同居を拒否した場合、身元引受人が住まいを確保することになる

が、確保が非常に難しいため、住居のあっせんなどの支援があればよい。 

 少年への修学支援については、学校や先生の再犯防止等に対する認識や意識など

の醸成が必要。 

 犯罪をした人が地域に入っていきやすいように、地域住民の意識や理解などの醸

成が必要。 
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結果 

③支援者の実態、課題、支援ニーズ 

 更生保護サポートセンターができたことによって、面談・面接などの場が確保で

き、活動がやりやすくなった。さらに、市内でも複数の面談・面接の場が必要。 

 再犯防止に関する取り組みを進める上で、保護司として他の組織・団体等との連

携の意向はあるが、市内での連携相手に関する情報などが入手できない。 

 再犯防止活動の担い手として、若い人がもっと参加できるようになれば。 

 保護司として関与できない人（満期出所者等）こそ、アプローチや支援が必要。 

 

４）再犯防止に向けた取り組みの内容 

No 取り組み 取り組みの内容 

１ 
地域での再犯防止に

関する理解づくり 

●保護司など更生保護関係者と連携し、７月の強化月間に合わせ、市

内各所において、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築く

ための運動である「社会を明るくする運動」に取り組みます。 

●高砂市保護司会と連携し、 「社会を明るくする運動」に対する理

解を深めることを目的に、次代を担う小中学生を対象とした犯罪・

非行のない地域社会づくりについての作文コンテストを実施しま

す。 

●保護司及び保護司の活動などについて市民への周知に取り組みま

す。 

２ 
犯罪をした人等への

継続的な支援 

●保護司による生活上の助言・指導や保護観察対象者の就労支援な

どの相談に対応する更生保護サポートセンターの活動を支援しま

す。 

●犯罪・非行防止、犯罪をした人等の自立に関する相談窓口である更

生保護サポートセンターの周知に取り組みます。 

●保護司など更生保護関係者をはじめ関係機関・団体、民間事業者等

と連携し、社会復帰を求める人たちの就労への支援、住居や居場所

などの確保に取り組みます。 

●地域復帰し自立した社会生活を営むために必要となる保健医療や

福祉サービスの確保に取り組みます。 

３ 
更生保護の担い手へ

の支援 

●保護司など更生保護関係者への相談支援をはじめ、活動しやすい

環境づくりに取り組みます。 

●保護司など更生保護関係者や関係機関、地域団体・組織、既存のネ

ットワーク等との連携を通じて、再犯防止に向けた支援体制の構

築に取り組みます。 
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第５章 計画の推進 

 

１．計画の推進体制 
 

１）市民・地域・事業者等との協働による推進 

市民一人ひとりをはじめ、地域団体・組織、事業者等と本計画の趣旨・内容などの共有を図る

ため、積極的な周知・普及に取り組むとともに、計画に示す「５年後にめざす市民・地域の姿」の

達成に向けて、多様な主体との協働により地域福祉を推進します。 

 

２）高砂市社会福祉協議会との連携 

地域福祉の推進を図ることを目的に組織されている高砂市社会福祉協議会との連携を強化し、

住民主体の取り組みを支援するとともに、具体的な課題の共有・検討、活動・仕組みづくりなど

を推進します。 

 

３）庁内での連携 

本計画で掲げる基本理念（高砂市における地域共生社会）を実現するためには、福祉、保健、

医療、教育、市民活動、環境、交通、都市計画・住宅、多文化共生、産業振興など、多岐に渡る

分野の施策・事業を一体的に推進していく必要があります。また、複合化・複雑化した課題、制

度の狭間の課題などに対応していくためにも、分野を超えた包括的な支援体制を構築・強化して

いく必要があります。 

そのため、地域福祉に関わる課題等を庁内関係部署で共有し、本計画に関連する施策・事業等

を整理し実施計画を作成するとともに、課題の解決に向けて「地域福祉計画推進庁内委員会」等

で分野間の連携・調整に取り組み、実施計画を踏まえて関連する施策や具体的な事業等を推進し

ます。 

なお、福祉分野の個別計画をはじめとする関連計画の推進や見直し時には、本計画との整合性

を確保しつつ、各計画で示された施策の展開を図ります。 

 

４）広域での連携 

地域福祉を推進するにあたって、市単独では解決が困難な課題・問題や、広域的な対応が効果

的な課題・問題などについては、近隣市町や兵庫県との情報共有や連携を強化し、その解決を図

ります。 

 

２．計画の進捗管理・評価 

本計画において、進捗管理と評価などを進めるため、市民代表、各種団体代表、学識経験者等で構成

される「高砂市地域福祉計画推進委員会」において、本計画の進捗管理の確認とともに、検証及び評価

を行います。なお、計画の進捗管理と検証及び評価はＰＤＣＡサイクルに基づいて実施します。 
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資料編 

 

１．第４期高砂市地域福祉計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条の規定による第４期高砂市地域福祉計画（以

下「地域福祉計画」という。）を策定するに当たり、市民その他社会福祉に関する活動を行う者の意見

を反映させるため、第４期高砂市地域福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。 

(1) 地域福祉計画の策定に関すること。 

(2) その他地域福祉計画に関連する事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 医療・福祉関係者 

(3) 地域団体の代表者 

(4) 公募による市民 

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

（任期) 

第４条 委員の任期は、地域福祉計画の策定が完了する日までとする。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その

職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。 

（意見の聴取） 

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、福祉部人権福祉室地域福祉課において処理する。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和４年４月２６日から施行する。 

２ この要綱は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。 

３ この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、第６条の規定にかかわらず、市長が招集する。 
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２．第４期高砂市地域福祉計画策定委員会委員名簿 

 

氏  名 所 属 名 備考 

藤原 慶二 関西福祉大学 委員長 

増田 章吾 高砂市医師会  

石原 康愛 高砂市社会福祉協議会  

中尾 進 高砂市民生委員児童委員協議会 副委員長 

西川 賀久 高砂市保護司会  

向田 憲司 兵庫県東播磨県民局加古川健康福祉事務所  

寺延 順市 高砂市心身障がい者連絡協議会  

福本 隆文 高砂市連合自治会   

池本 縁 高砂市連合婦人会  

増田 賢藏 高砂市老人クラブ連合会  

梶原 加奈 のほほ～んサークル代表  

岸本 一弘 高砂市ボランティア活動センター登録団体（者）連絡会  

竹内 茂雄 ＮＰＯ法人連絡会  

山里 護 市民委員  

中井 八重美 市民委員  

（継承略） 

 

３．第４期高砂市地域福祉計画策定委員会開催状況 

 

回 数 開催日 議 題 

第１回 令和４年７月 29日 

（１）第４期高砂市地域福祉計画の策定に向けて 

（２）第３期高砂市地域福祉計画の振り返り 

（３）第４期高砂市地域福祉計画のフレーム（基本的な考え方・ 

施策体系案） 

第２回 令和４年 11月８日 

（１）第４期高砂市地域福祉計画の策定体系等のイメージ（案） 

について 

（２）第４期高砂市地域福祉計画素案について 

第３回 令和５年２月３日 
（１）パブリックコメントの結果について 

（２）第４期高砂市地域福祉計画最終案について 

  



65 

 

４．第４期高砂市地域福祉計画庁内推進委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条に規定する地域福祉計画（以下「計画」と

いう。）を推進するため、地域福祉計画庁内推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 地域福祉計画に関する進捗管理と評価及び必要な事項の調査に関すること。 

(2) 地域福祉計画に関する関係部局の連絡調整に関すること。 

(3) 市職員の地域福祉に関する意識や資質の向上に関すること。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、計画の推進に関すること。 

(5) 計画の策定及び見直しに関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。 

２ 委員長は地域福祉課長を、副委員長は障がい福祉課長を、委員は別表に掲げる職にある者及び高砂

市社会福祉協議会の推薦する者をもって充てる。 

３ 委員長は、委員会を総括する。 

４ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。   

２ 委員長は、会議の議長となる。 

３ 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 

（関係者の出席） 

第５条  委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くこ

とができる。 

（庶務） 

第６条  委員会の庶務は、福祉部人権福祉室地域福祉課において行う。 

（補則） 

第７条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。 

附 則 

 この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
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   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

    附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

    附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

氏 名 所 属 

藤井 雅晶   政策部 経営企画室 企画課長 

谷川 文崇 総務部 危機管理室主幹（防災担当） 

渡辺 順 市民部 市民窓口室 地域振興課長 

藤田 佐江子 健康こども部 健康文化室 健康増進課長 

有城 大介 健康こども部 子育て支援室 子育て支援課長 

高岡 昌也 健康こども部 子育て支援室 幼児保育課長 

早川 加奈子 福祉部 人権福祉室 地域福祉課長 

近藤 礼子 福祉部 生活福祉室 障がい福祉課長 

吉田 貴昭 都市創造部 都市住宅室 都市政策課長 

四方 亮輔 教育部 教育推進室 生涯学習課長 

尾野 志帆里 高砂市社会福祉協議会の推薦する者 

 

５．第４期高砂市地域福祉計画庁内推進委員会開催状況 

 

回 数 開催日 議 題 

第１回 令和４年７月 14日 

（１）第４期高砂市地域福祉計画の策定に向けて 

（２）第３期高砂市地域福祉計画の振り返り 

（３）第４期高砂市地域福祉計画のフレーム（基本的な考え方・ 

施策体系案） 

第２回 令和４年 10月 25日 

（１）第４期高砂市地域福祉計画の策定体系等のイメージ（案） 

について 

（２）第４期高砂市地域福祉計画素案について 

第３回 令和５年１月 25日 
（１）パブリックコメントの結果について 

（２）第４期高砂市地域福祉計画最終案について 

 

  



67 

 

６．用語解説 

 

アルファベット  

 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

   Domestic Violence の略語。直訳すると「家庭内暴力」ですが、一般的には、「配偶者や恋人など親

密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多いです。 

 

ＮＰＯ（民間非営利組織）  

Non Profit Organization の略称。ＮＰＯは、「民間」の「非営利団体」を指す言葉として用いら

れ、ボランティア団体や市民活動団体をはじめ、主に国内で社会貢献活動を行う民間非営利組織に

対して使われています。 

 

「あ」行 

 

青色防犯パトロール 

子ども達や高齢者など社会的弱者の安全を守るため、下校中の幼児、児童等の見守り、犯罪遭遇

時の警察等関係機関への連絡・連携などのため、市内全域を青色回転灯を装備した青色パトロール

車で巡回しています。 

 

「か」行 

 

介護保険 

原則 40 歳以上の人が保険加入者となり、保険料を負担し、要支援・要介護の認定を受けたとき、

費用の一部を支払って介護保険サービスが利用できる制度のことです。介護保険サービスには、訪

問介護や通所介護などの居宅介護サービスと特別養護老人ホームや老人保健施設などに入所する

施設介護サービス、介護状態になることを予防する介護予防サービスなどがあります。 

  

学校運営協議会（コミュニティスクール） 

保護者や地域住民に学校運営に参画してもらい、一体となって子どもたちを育んでいく組織です。

学校運営協議会の委員は、学校や地域の実情に合わせ、保護者の代表、地域や各種団体などで構成

されます。委員は、学校運営基本方針や教育活動についての意見を述べることができ、学校運営に

反映させることができます。 

 

家庭児童相談員 

   子どもの養育や家庭環境、発達、虐待などの子どもに関する問題について、電話や面接・訪問に

より相談を受け付け、関係機関の紹介や助言など、幅広く行うことで、子どもが安心安全な生活を

送れるよう支援する相談員です。 
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虐待 

人権を侵害し、心や身体を傷つけるような行為。殴る、蹴るなどの暴力的な行為だけでなく、本

人の意に反する身体的拘束や性的虐待、暴言や脅迫などの心理的虐待、世話を放棄するネグレクト、

年金などを勝手に使ってしまう経済的虐待などがあり、児童や高齢者、障がいのある人に対する虐

待が問題となっています。 

 

共助 

    身の回りで起こる問題を、地域や近隣で互いに助け合って解決することです。 

  

共生型サービス 

デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイについて、高齢者や障がい者が共に利用

できるサービスのことです。介護保険と障害福祉のそれぞれの制度に位置づけられており、限られ

た福祉人材を有効活用できることや、障がい者が 65 歳以上となっても使い慣れた事業所でサービ

スの利用を継続しやすい等の利点があります。 

 

協働 

立場の異なる団体・組織や人同士が、対等な関係のもと、同じ目的・目標のために、役割を明確

にし、連携・協力して働き、相乗効果を上げようとする取り組みのことです。 

 

権利擁護 

地域では解決できない問題を国や県、自治体が支援することです。認知症や知的・精神障がいな

どにより日常生活における様々な場面で契約や財産管理などの判断が困難な場合に、住み慣れた地

域で安心して暮らせることができるように、本人の意思決定を支援し、本人の権利を護ることです。 

 

公助 

地域では解決できない問題を国や県、自治体が支援することです。 

 

更生保護 

犯罪や非行をした人が罪を償い、社会の一員として再出発しようとする人たちの立ち直りを導き、

助け、再び犯罪や非行に陥るのを防ぐことで地域社会の安全と安心を守る仕組みです。 

 

更生保護サポートセンター 

犯罪や非行防止のための相談窓口です。運営は高砂市保護司会が行い、担当保護司が生活上の助

言・指導や保護観察対象者の就労支援などの相談に応じています。 

 

子育て支援センター  

地域全体で子育てを支援する環境づくりをすすめるため、子育て家庭等に対する育児不安等につ

いての指導や子育てサークル等への支援などを通じて、地域の子育て家庭に対する育児支援を行う

施設です。 
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子育て包括支援センター  

妊娠期から子育て期の相談窓口です。安心して子どもを産み育て、子どもたちが健やかに成長す

ることができるよう、保健師や助産師、管理栄養士等専門のスタッフが様々な疑問や相談に応じ、

妊娠から就学までの子育てをサポートします。 

 

子ども食堂 

経済的な理由により食事が十分に取れていない貧困家庭等の子どもたちに食事を提供する場の

ことを言います。子ども達が空腹を満たすだけでなく、家庭のぬくもりを感じたり、同じ境遇の子

ども同士や地域のボランティアとの交流を図るなど、貧困家庭等の子どもたちの心の拠り所となっ

ています。 

 

「さ」行 

 

支え合いづくり協議会 

高砂市における生活支援体制整備事業の第２層協議体のことです。定期的な情報共有及び連携強

化の場として中核となる組織で、市内の８行政圏域を単位に支え合い活動づくりを展開します。 

 

自助 

身の回りで起こる問題を、個人や家庭の努力で解決することです。 

 

社会福祉法人連絡協議会（ほっとかへんネットたかさご） 

市内の社会福祉法人が高齢・障がい・児童などの分野を超えた連携・協働により、地域の‟ほっと

か（れ）へん”福祉課題に取り組み、高砂市の地域福祉の推進を図るためのネットワークのことで

す。地域のニーズや各法人での取り組みを情報交換・共有し、課題解決に向けた事業の検討や事業

展開を行います。 

 

障がい者自立支援協議会  

障がいのある人が地域で自立した生活ができるように、行政機関をはじめとした障害福祉サービス事

業者や学校、医療等の関係機関が連携し、事例検討や情報交換、政策提言等を行う組織のことです。 

 

障がい者基幹相談支援センター 

   障害者総合支援法において、市町村に設置できると規定されている、地域における相談支援の中

核的な拠点のことです。基本的な役割として、①総合相談・専門相談、②権利擁護・虐待防止、③

地域の相談支援体制の強化の取り組み、④地域移行・地域定着の推進が挙げられます。 

 

障がい・障がいのある人  

   身体障がい・身体障がいのある人とは、一般的には先天的あるいは後天的な理由で、身体機能の

一部に障がいを生じている状態、またはその状態を有する人のことを言います。 

知的障がい・知的障がいのある人とは、知的機能の障がいが発達期（概ね 18 歳まで）に現れ、

日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態、またはその状態を有す
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る人のことを言います。 

精神障がい・精神障がいのある人とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依

存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する状態、またはその状態を有する人のことを

言います。 

 

小地域福祉活動 

お互いに顔のわかる自治会単位ごとに、福祉委員等が中心となって実施する、きめ細やかな見守

り・助け合い活動のことを言います。 

 

生活支援相談窓口 

就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により経済的に困窮し、最低限度の

生活を維持することができなくなるおそれのある方を対象に、一人ひとりの生活の中で抱える課題

を把握し、状況に応じた支援計画を作成、就労支援など自立に向けた支援を行う窓口のことです。 

 

生活支援コーディネーター 

生活支援サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等、地域資

源の開発やネットワーク化などを行う専門職です。地域支え合い推進員とも言います。 

 

生活支援体制整備事業 

介護保険制度の地域支援事業に設けられた高齢者を支える地域の支え合いの体制づくりを推進

していくための事業です。生活支援体制整備事業では、「協議体（市や地区ごとの協議会）」の設置

や「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」等を通じて、互助を基本とした生活支援等

サービスが創出されるよう取り組みを進めます。 

協議体は、地域の住民やボランティア、各種団体等、その地域や課題に応じた団体等が生活支援

コーディネーターとともに、資源の開発や調整のために話し合いを行い、実際に行動する組織で、

第１層は市町村区域、第２層は中学校区域と定められています。 

 

生産年齢人口 

年齢別人口のうち、労働力となる 15 歳以上 65 歳未満の人口を指します。 

 

成年後見制度 

判断能力の不十分な認知症高齢者・知的障がいのある人・精神障がいのある人等を保護し、支援

するための制度です。後見人は単に本人の財産を管理するだけではなく、自己決定を尊重し、残存

能力を活用しながら、本人の生活を支えることとされています。 
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「た」行 

 

第５次高砂市総合計画 

地域福祉計画も含めた高砂市のすべての計画の基本となる、令和３年度から令和 12 年度までの

10年間の行政運営の総合的な指針となる計画です。高砂市のめざす将来像や将来の目標、その実現

に向けた取り組みなどが盛り込まれています。 

 

高砂市社会福祉協議会 

社会福祉法にもとづく社会福祉法人で、高砂市内の社会福祉に関する様々な活動を行っています。 

 

ダブルケア 

親の介護と子育てを同時期にする状態のことです。 

 

地域ケア会議 

高齢者への支援の充実、介護専門員等ケアマネジメントの実践力向上、地域課題の解決等を目的

として開催する会議のことです。 

 

地域包括支援センター  

保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーの専門職により、地域における「総合的な相談窓口機

能」「介護予防マネジメント」「包括的・継続的マネジメントの支援」「権利擁護事業」を行い、地域

で暮らす高齢者がいつまでも健やかに、住みなれた地域で生活できることを目指して、介護、福祉、

健康、医療など様々な面から総合的に支えるために設置された機関です。  

 

地域連携ネットワーク（権利擁護支援の地域連携ネットワーク）  

権利擁護支援の必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みです。 

「権利擁護支援の必要な人の発見・支援」「早期の段階からの相談・対応体制の整備」「意思決定

支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築」の３つの機能（役割）を

念頭に、既存の保健・医療・福祉の連携に、司法も含めた連携の仕組みを構築するものとされ、「チ

ーム」「協議会」「中核機関」を構成要素とします。 

 

出前講座 

高砂市のしくみや施策、制度・サービスなどについて、地域に出向いて開催する各種講座や学習

会のことです。 

 

「な」行 

 

認知症カフェ 

認知症の人やその家族、医療や介護の専門職、地域の人など、誰もが気軽に参加できる「集いの

場」です。活動の内容は様々ですが、認知症の人やその家族同士が情報交換するだけでなく、医療

や介護の専門職に相談ができ、地域の人との交流の場になっています。 
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「は」行 

 

8050（はちまるごーまる）問題 

ひきこもりの子をもつ家庭が高齢化し、50 代の中高年のひきこもりの子を 80 代の後期高齢者に

さしかかった親が面倒を見るケースが増えているという社会問題のことです。 

 

パブリックコメント（市民意見公募手続制度） 

市が基本的な計画等を策定する際に、事前にその案の内容および関連資料を公表して、市民の皆

様等からの意見を募集し、それを政策に反映させるとともに、提出された意見とそれに対する市の

考え方を公表する一連の手続を言います。 

 

バリアフリー 

障がいのある人や高齢者などが生活をしていく上で妨げとなる障壁（バリア）を除去することを

さします。また、建築物等の物理的な障壁だけでなく、障がいのある人や高齢者などが、社会的、

心理的に被っている偏見や差別意識、制度などの障壁を除去する意味にも使われます。例えば、施

設面では、段差の解消やノンステップバス、階段に併設したスロープの設置、車椅子に対応したエ

レベータの設置、点字の併記、点字ブロックなどがあります。その他、コミュニケーションの場面

においても、文字放送や手話通訳・手話放送、要約筆記などが挙げられます。 

 

避難行動要支援者 

平成 25年の災害対策基本法の改正から使われるようになった言葉 （これまでは、災害時要援護

者）で、高齢者障がい者、乳幼児その他特に配慮を要する人（要配慮者）のうち、災害が発生し、

または災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な人で、その円滑かつ迅速な避

難の確保を図るために特に支援を要する人のことです。 

 

ファミリーサポートセンター 

子育ての援助を受けたい人（依頼会員）と援助を行いたい人（提供会員）とが会員となり、 会員

同士で子育ての相互援助活動を有料で行う会員制の組織のことです。 

 

福祉委員 

地域における住民の福祉活動の推進役として、社会福祉協議会が約 50 世帯に１人の割合で委嘱

しています。福祉委員は、町内における住民の福祉問題や要望を把握したり、地域内で解決したり、

市や社会福祉協議会の事業・施策をつなげていく役割を担っています。また、民生委員・児童委員

や自治会などと協力しながら、小地域でのきめ細やかな見守り、助けあい活動を展開しています。 

  

保育コンシェルジュ 

地域子ども・子育て支援事業の一つとして、保育を希望する人の相談を受け、ニーズにあった教

育・保育施設や地域の子ども・子育て支援事業などの情報提供や関係機関との連絡調整などを行う

利用者支援相談員のことです。 
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母子父子自立支援員 

ひとり親家庭の母もしくは父または養育者の方の生活上の悩みや就労についての相談に応じ、自

立に必要な情報提供やアドバイスを行うとともに、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行

っています。 

 

保護司 

「保護司法」に基づき、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアで、

社会的信望があること、熱意と時間的余裕があることなどの要件を満たす人の中から法務大臣が委

嘱します。 

 

ボランティア 

個人の自由な意思によって金銭的対価を求めず、社会的貢献を行うこと、及びそれに携わる人の

ことです。 

 

ボランティア活動センター 

社会福祉協議会にてボランティアの相談窓口として、活動希望者に活動先の紹介をしたり、 ボ

ランティアを求める人や施設・団体にはボランティアを紹介したりしています。また、ボランティ

ア登録（個人ボランティア、ボランティアグループ）も行っており、情報提供に努めています。さ

らに、年間を通して、いろいろなボランティア体験教室や研修会も開催しています。 

 

「ま」行 

 

民生委員・児童委員 

「民生委員法」に基づき、各市町村に置かれている民間奉仕者で、都道府県知事の推薦により厚生

労働大臣が委嘱します。保護を要する人に対して適切な保護指導や、福祉事務所その他の関係行政機

関の業務に協力することなどを職務としており、「児童福祉法」による児童委員を兼務しています。 

 

「や」行 

 

ヤングケアラー 

本来大人がすると想定されているような家事、家族の世話などを日常的に行っている子ども（18

歳未満の若者）のことを言います。 

 

ユーアイ福祉交流センター 

高齢者、障がいのある人、子ども・子育て世代の交流の場、また、ボランティア等福祉の担い手

の交流の場として、平成 27年４月に開設した施設です。この施設には、子育て支援センターや社会

福祉協議会が入り、各種の子育て支援事業や生きがいデイ事業、地域包括支援センター、ファミリ

ーサポートセンターなどの事業を展開します。また、貸館機能もあり、様々な交流事業や講演会、

研修会を実施できます。 
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 ユニバーサルデザイン 

障がいの有無や年齢、性別、国籍にかかわらず、出来るだけ多くの人が利用可能なように製品、

建物、空間をデザインすることです。 

 

要介護等認定者 

日常生活において、介護が必要な状態の軽減や悪化の防止のために支援が必要な状態にある人

（要支援者）や、常時介護を必要とする状態にある人（要介護者）と認定された人のことです。 

 

要保護児童対策地域協議会 

虐待を受けた子どもを始めとする保護を要する子ども（要保護児童）に関する情報の交換や支援

を行うために協議を行う場です。平成 16 年児童福祉法改正において、法的に位置づけられました。 

 

「ら」行 

 

ライフスタイル 

消費者が所与の社会的、文化的、経済的条件のもとで示す生活の態様を言います。ライフスタイ

ルは消費者が持つ価値観や哲学にも左右され、所得にも影響されます。 
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